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可

と，客観的な判定方法が世間からも納得が得ら

れており，面接や小論文等の評価の客観性とい

うことの方がむしろ難しい面がある，と述べ

た。

(4)教養部の活用について

これについて大臣は，高校段階で大学教育に

必要な基本的事項を学んでおくことが必要であ

るとすれば，大学の教養部をもっと活用しては

どうか，と述べられた。

これに対しては，昭和57年度に新高等学校学

習指導要領が施行され，６０年度からこれに基づ

き多様化した新教育課程により教育を受けた学

生を大学に迎えることになるが，その受入ロで

ある教養課程における一般教育の教育内容や方

法について改善を図る必要があることは認識し

ている旨述べた。

(5)「入学は易しく，卒業は難しくすること」

について

大臣よ,，大学を入学は易しく卒業は難しく

するということは考えられないものか，と述べ

られたことに対しては，これを実施する場合は

学生定員や予算の問題のほか，この方法により

脱落した学生をどうするかという社会的な問題

が生じ難しいと思う。例えば韓国では定員の３

割増で入学者を受け入れ，入学後この３割をふ

るい落とすという方法を採ってきたが，脱落者

の処遇のことが社会的な反響を呼んでこれは現

在中止されており，フランスにおいてもバカロ

レァ資格取得者の入学後の脱落ということが問

題になってきているのが実情であり，日本のよ

うな社会風土にこのような制度を導入すること

が果してプラスの効果となるかどうか疑わし

い，と述べた。

(6)入試期日について

これについて大臣は，国・公･私立大学を含

-9

めて全国の試験日を統一し，その際初めに定員

の７割を，あとの３割を２次募集する方法はと

れないか，と述べられた。

これに対しては，入試改善については国・公

・私立大学通じて行うことが理想ではあるが，

実際問題としては難しいことである，と述べる

に止まった。

(7)９月入学制について

大臣より，大学の入学期日を９月とすること

はどうか，と述ぺられたことに対し，学年暦を

変更するについては財政制度の問題が仮に解決

されたとしても，高校卒業後大学入学までの間

の受験生の社会的位置付け，受験生の進路指導

が難しくなること，就職について大学を卒業し

た者だけを９月に新規採用することについての

社会の認識，等の問題が考えられ，対社会との

繋がりにおいて，大学だけを半年間先に延ばす

ことは難しいと思われる，と述べた。

(8)私立大学の共通１次試験への参加について

大臣より，入試改善を考えると共通１次試験

に私立大学も参加することが望ましいが，私立

大学は何故参加しないのか，と述べられたこと

に対しては，国・公・私立大学含めて共通１次

試験を実施するとなると，実務上から試験場の

確保，試験の運営・管理等の面で困難な点があ

り，また私立大学側にとっては参加した場合，

直接検定料収入の減に繋がるといった経営的見

地からの問題から参加が難しいのではないか，

と述べた。

おおむね以上のような内容の懇談が行われ，

大臣と率直な意見を交わすことができた。そし

て，今後も同様に両者の懇談の機会を設けるこ

とで意見が一致した。

なお，同日私はＮＨＫの記者から，入試改善

特別委員会委員長として国立大学の入試改善状
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より「入試改善に関する意見」が提出されてい

るので，これについてご説明願いたい。

ついで小野委員より，同委員の所属する群馬

大学における共通１次試験に対する教官の意見

について，配付資料をもとに説明があった。

況等に関してインタビューを受け，これが去る

１月22日夜の「視点」という番組で放映された

ことを併せご報告申し上げる。

割

以上のように述べられたのち，猪委員（第２

常置委員会委員長）より，共通1次試験の実施

期日等の繰り下げの問題に関するその後の経過

について次のように説明があった。

共通第１次試験の実施期日等の繰り下げにつ

いては，昨年秋の総会に「共通第１次学力試験

の実施期日等の繰り下げ（案)」を提出し協議

を行った結果，昭和60年度については１月末の

土曜，日曜(１月26日，２７日）とする方針とし，

これを全国立大学にアンケート（１月'4日締切）

を行ったうえで最終決定をすることとした．そ

の後二，三の大学を残してこの回答をいただい

たが，これまでのところ若干雪害の危倶を寄せ

られたところがあるが，特に同案への反対意見

はみられない。それで，今後全大学のアンケー

トの回答が揃ったならばこれを理事会に諮って

決定を行ったうえ公表することとしたい。

以上の報告ならびに説明があった後，協議に

入った。

』

これについで，次のような意見の交換があっ

た。

○高校教育の一般的基礎的学習の達成度とい

うのは，大学教育に耐え得る資質能力を備え

ているということが目安でないと困る。また

人文，社会，自然の３分野にわたってバラン

スのとれた人材を育成するという新制大学の

理念に関係することである。

○設問のレベルを今より下げることも考えら

れるが，共通１次試験を受験する高等学校生

徒の全生徒数に対する割合，またその受験生

を多く出す高等学校の数は限られたものであ

り，高校教育における一般的基礎的学習の達

成度とは高校生のどの層を対象として考える

か，またそのレベルの設定を如何にするかは

問題である。

○共通第１次試験の教科・科目数について，

大学・学部によっては５教科７科目は負担が

過重であり，４教科または３教科に減らすの

がよいという意見もある。５教科７科目を課

することは一部の科目に優れた者を国立大学

から事前に排除することになる。

○私学では「社会」はほとんど課さないよう

だが，医学部などで常識を欠く者が少なから

ず入学して困っている。

○特定の科目を出題から外すと高校教育に及

ぼす影響は少なくない。

○私学では３教科３科目程度の試験を行って

いる大学が多いが優秀な学生も多い。共通１

四

`虞嚥Ｙｌ
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'驫顯、
〔議事〕

◎共通１次試験の教科・科目について

＄

J▽

初めに委員長より次のように述べられた。

前回は共通１次試験の出題教科・科目につい

て松井委員と永田委員にそれぞれ作成していた

だいたア・ラ・カルト出題方式の類型分け等の

資料をもとに，そのメリット・デメリット等に

ついて検討を行ったが，本日も引続いてア・ラ

・カルト出題方式の問題について検討をすすめ

てゆきたいと考える。なおその前に，小野委員

７２

JU



正

次試験で出題科目数を減らしても高校教育を

必ずしも乱すとは思えない。

○ア・ラ・カルト方式によることが望まし

い。ただその指定のしかたによっては，試験

の実施および志望校の途中での変更等に問題

がある。

○社会は暗記による知識を問う問題が多く受

験生には負担となる。また出題者の個性が出

やすい等問題が多い。

○大学・学部の特色もあり，第２次試験の内

容，方法等についてエ夫されているが，「国

立大学ガイドブック」程度では紹介が不十分

である。

以上をもって本日の会議を終了し，次回も引

続き共通１次試験の出題教科・科目の問題につ

いて検討することとした。

・次回３月１日１４：００～1６８３０

ａ

/愈顯、

日時

場所

出席者

昭和59年３月１日（木）１４：００～１６：３０

国立大学協会会議室

平野会長

松田委員長

小野，天野，小林，猪，飯島，丸井，永田，

松井，池田，喜多村，添田，田中各委員

(入試センター）小坂所長，木村管理部長

(第６回）入試改善特別委員会
」

初めに，委員長より入試センターの小坂所長

ならびに木村管理部長の紹介があったのち，次

のように述べられた。

本題の協議に入る前に，入試改善に関連する

事項についてご報告しておきたい。

その一つは，前回の委員会でご報告した森文

部大臣と会長ほか本協会メンバーによる入試改

善に関する懇談（１月18日開催）後間もなく同

月27日に，今度は中曽根総理と本協会メンバー

（平野会長，沢田，松田両副会長，猪第２常置

委員会委員長，飯島名古屋大学長，及び小坂入

試センター所長）により入試改善について懇談

を行ったことである。

この懇談の模様は翌日の新聞等で報道された

が，内容が断片的に捉えられていて我々の真意

が的確に伝えられていないことに不満は残る

が，要するに総理の主張されることは，「今の

共通入試はとかく人間性を欠く`憾みがあるの

で，入試では人格的要素ということも加味して

学カー辺倒に偏しない選抜方法のとれるような

入試改善を速やかに図ってほしい」ということ

であったと思われる。

もう一つは，去る２月28日（火）開催の参議

院文教委員会で入試改善に関する集中審議が行

われて，これに国公私立大学および高校関係者

が参考人として出席を要請され，国大協からは

本委員会の委員でもある飯島名古屋大学長が出

席して本協会における入試改善についての検討

状況等について意見陳述を行ったことである。

これについて飯島委員よりご報告頂くこととし

たい。

ついで飯島委員より，同委員会における入試

改善問題についての審議の模様について概ね次

のような説明があった。

文教委員会では，初めに各参考人に対し約２０

分ずつ入試改善について所見が求められ，これ

が

,』

』

評/鰯露、

夕



点）を目安としているのは少し難しすぎはしな

いか，ということについては，共通１次試験は

「高校教育の一般的基礎的な内容」を間うてお

り，平均点の60点というのは受験生の中程度の

学力の者を目安として作られている。これを変：

えることについては受験生を弁別するうえで技

術上問題点もあるが，検討課題の一つとしてい

る，と答えた。

それから，入試期日の繰り下げについての質

問に対しては，私立大学の入試期日を考慮する

必要があること，「自己採点方式」による志望

枝変更を認めている関係上，共通１次試験と第一

２次試験との間に一定の間隔をとる必要がある

こと，などの事情があり，昭和60年度の共通１

吹試験については１月末の土曜，日曜（１月２６

日，２７日）ということとしたが，６１年度以降に

ついても高校側の希望に沿って引続き試験期日

の繰り下げについて検討することとしている旨

答えた。

受験機会を増やすことはできないか，という

質問に対しては，２次試験の複数回制（グルー

プ別交代制）の問題を含め，２次募集枠の増，

等入学機会を増やすことについても検討してゆ

きたい旨答えた。

“足切り”に対しても質問があったが，これ

については，本来第２次試験を丁寧に行うため

の止むを得ない措置として考えられたもの（定

員の３倍程度というガイドラインがある）であ

る旨説明した。

第２次試験に対する工夫が十分でないのでは

ないか，ということに対しては，各大学・学部

でそれぞれに工夫されているが，客観的評価の．

できる学科試験以外の面接・小論文等について

は，その評価の仕方が難しい面がある，と答え

た。

に引続いて自民，社会，公明，民社，共産の各

党から質問を受けるという形で約４時間半に亙

り集中審議が行われた。それで，国大協として

求められた入試改善についての所見に対して

は，国大協では目下，共通１次試験の出題教科

・科目数について，入試期日について，受験機

会の複数化について，共通第１次試験と第２次

試験の組合せの問題，を中心に本特別委員会と

第２常置委員会において検討をすすめている旨

両委員会の審議状況等を踏まえて意見を申し述

べた。これに対して各政党から次のような質問

があった。

その一つは，共通１次試験の５教科７科目と

いう受験科目数は受験生には負担が重いので減

らせないか，また画一的に５教科７科目を課す

ことには問題がある，というものである。これ

に対しては，共通１次試験を５教科７科目とし

たのは，大学教育の必要上という観点と共に，

入試科目になっているか否かが高校教育へ及ぼ

す影響ということも考慮して決められたもの

で，これについては高校側も大学と一致した結

論であった。このような点を踏まえて，また入

試制度の安定性の重要性ということからも入試

改善特別委員会では目下のところ，５教科７科

目の試験科目数については守ってゆく方向で，

ア・ラ・カルト出題方式の導入により受験生の

負担軽減が図れないか検討中である旨答えた。

また，私立大学側参考人として出席された石

川慶応義塾大学長から，共通１次試験にア・ラ

・カルト出題方式が導入されて，たとえば３教

科３科目の受験が認められるということであれ

ば，私立大学も共通１次試験に参加することも

考えられる，と意見陳述があった。

それから，共通１次試験の出題の難易度につ

いて，現行の各科目の平均点が60点（100点満

押
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共通1次試験の資格試験化についての質問に

対しては，法令上の問題のほか，定員制との絡

み,高校のランク付の明確化，等の問題がある

ことを挙げた。

共通1次試験への私立大学の参加に関し医学

・歯学系だけでも参加できないものか，という

質問もあったが，これについては，出題の形式

や課する教科目数次第によっては参加の途も開

かれてくるものと思われる旨答えた。

それから，国立大学共同利用機関としての大

学入試センターの利用についても質問があり，

これに対しては，入試改善の検討をすすめてゆ

くについては，入試に関する種々のデータを有

するセンターの研究部と密接な連携をもってゆ

きたい旨答えた。

また，国大協としての入試改善検討のスケジ

ュールについても質問があり，これに対して

は，来る６月総会で報告書取りまとめのたたき

台となる案をもとに議論を行ったうえ，各大学

から意見をきき，秋の総会には「中間まとめ」

を提出し，そして来年度末頃（３月）に最終的

な報告書を取りまとめたい，という方向ですす

んでいる。したがって入試改善の具体的実施時

期については，２次募集枠の拡大等限定された

もの以外は62年度以前には実施は難しいと思わ

れる，と述べた。

以上が各党議員からの質疑と，これに対する

私の説明内容である。このほか，北條信州大学

長から,信州大学経済学部における新しい試み

による入学者の選抜方法について説明が，ま

た，石川慶応義塾大学長からは，慶応義塾にお

ける推薦入学制について説明があった。

リ，入試センター研究部に設置されている「大〈

学入試改善研究会」（私立大学４大学を含む１５

名で構成）の活動状況等について説明があっ

た。

以上の報告があったのち，議事に入った。

〔議事〕

.」

nJ

1．共通１次試験の教科・科目について
や

初めに委員長より次のように述ぺられた゜

本特別委員会の審議スケジュールについて，

来る６月総会において入試改善についてこれ童

での検討結果をもとに問題を整理して委員長よ

り報告することとし，必要があればこれについ

て各大学から意見を聞く。１１月総会には「中間

まとめ」を提出し，来年３月頃に最終案を取り

まとめたうえ同６月総会にこれを諮る，という

手順としたい。

本日の議題「共通１次試験の教科・科目につ

いて」に関しては，これまでの議論で大方意見

も出尽くして大体の方向が定まってきたのでは

ないかと思われるので，この辺で小委員会を設

置して本委員会の審議と並行して報告書取りま

とめのための作業に着手したい。小委員会では

取敢えず「共通１次試験の教科・科目」につい

て，共通１次試験が何故５教科７科目となって

いるのか，そしてどこに問題があるのかという

ことから敷術して，試験科目数改定の必要性と

その方針を示した報告書案を起草する。これに

ついてご了承が得られれば，小委員会の構成に

ついては，丸井委員を委員長に，天野，小林，

永田，松井，喜多村各委員の６名としたい考え

である。（了承）

なお，本特別委員会の検討課題としては，①

共通１次試験の教科・科目数について，②受験

機会の複数化について，③第２次試験の工夫，

方

/侭､､、

/鰻騒騒、

句（

飯島委員よりおおむね以上のような報告があ

り，これに関連して小坂入試センター所長よ

ピ
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点，及びそれに基づき考えられた改善案の内容

等について，丸井委員に説明を求められた。

丸井委員より，配付資料をもとに入試期の問

題について，当時実施されていた１期枝．Ⅱ期

校制による２回制入試制度の特徴と問題点，及

び当時構想されていた全国１回制の特徴と問題

点，並びにその他の改善案として考えられた組

み替え２回制・自主選択２回制・完全自主多数

制案等の利点と問題点についての説明と，この

入試期の問題が共通入試の実施を契機に全国１

回制に切り替わった経緯等について詳細な説明

があり，その上で現行の第２次募集方式を取り

入れた「入学定員の一部留保２回制」を受験機

会の複数制の一案として提起された。

共通１次試験と第２次試験の組合せについて，

④共通１次試験の実施期日について，とし，さ

らに入学期日の問題（９月入学案など）につい

ても検討する必要がある。

ついで猪委員（第２常置委員会委員長）よ

り，第２常置委員会の最近の審議状況について

､次のように述べられた。

第２常置委員会においても，去る２月25日開

…催の委員会で共通１次試験の教科・科目につい

てア・ラ・カルト出題方式の問題の検討を始め

た。これについては，本特別委員会の審議の進

j展状況を睨み合わせながら今後検討をすすめて

ゆきたいと考えている。また，昭和61年度以降

の共通第１次学力試験の実施期日の繰り下げに

ついても引続き検討をすすめてゆくほか，受験

機会の複数化の問題も取り上げることにしてい

る。

'(露w、

以上の説明について，Ｉ期校・Ⅱ期校による

２回制の入試について，共通第１次試験を実施

しやや定着した今日における見直し及び現在各

大学で実施している２次募集の選考方法，実施

期日の実情と問題点などについて種々意見の交

換が行われた。

以上で議題１．に関する協議を終了し,ついで

小坂入試センター所長よ，，過般開催の理事会

で承認された「昭和60年度共通第１次学力試験

の基本日程」及び「昭和60年度共通第１次学力

薑試験試験時刻の改正について」に関して配付資

・料をもとに説明があったのち，次の議題の協議

に移った。

以上の意見交換があったのち，委員長より，

伊藤福島大学長および長谷部小樽商科大学長の

学長退任に伴う委員の補充について，福島大学

および小樽商科大学各後任学長を委嘱したい旨

諮られ，了承された。

以上をもって本日の議事を終了し，次回は，

２次募集の問題を含めて受験機会の複数制の問

題について検討することを決めて閉会した。

〆11願、

q-c

2．受験機会の複数制について

委員長より，受験機会の複数制の問題につい

て検討を始めるにあたっては，まず，以前Ｉ期

校．Ⅱ期校の２回制による入試制度の改善を検

討していた頃の経緯を振返って，２回制の問題 次回４月５日（木）１４：00～１６：３０
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日時

場所

出席者

昭和59年４月５日（木）１４：00～１６８３０

国立大学協会会議室

平野会長

松田委員長

藤井，福田，小野，井出，天野,小林,猪,飯島シ
丸井，谷口，松井，池田，喜多村，添田，田中各≦
委員

(大学入試センター）肥田野副所長，木村管理部７
長

､」

(第７回）入試改善特別委員会

松田委員長主宰のもとに開会。

初めに委員長より，新たに委員に就任された

藤井小樽商科大学長および山田福島大学長（本

日欠席）の紹介があり，また，入試センターか

ら出席した肥田野副所長および木村管理部長の

紹介が行われた。ついで前回議事録の朗読（事

務局）確認をしたのち，議事に入った。

〔議事〕

通１次試験を全国一律一斉に実施する必要性が

どこにあるのか，大学入試でなぜ「高校教育に

おける一般的基礎的学習の達成度」を測る必要二

があるのか，といった基本的な論点を明らかに

して，入学者選抜に共通１次試験が適切である

のかということについて取りまとめてほしい旨・

要請をいただいた。それで，早速本委員会のこ

れまでの審議の流れを踏まえて共通１次試験を

主に入学者選抜試験についての基本的な問題点

等について整理した資料を小委員会委員に分担．

して作っていただき，本日午前開催した小委員

会で，これをもとに協議を行ったｄ

以上のような次第であるので，本日の会議は

小委員会で検討された資料をもとに共通１次試一

験の基本論について少し議論を詰めたいと考え

る。

おおむね以上のように述べられたのち，平野

会長より共通１次試験の基本論の必要性につい

て補足の説明が述べられた。

、

/忽顯、

I

◎共通１次試験の教科・科目について

初めに委員長より次のように述べられた。

お手許の議事録にあるように前回の委員会

（３．１）の後丸井委員を委員長とする小委員

会を発足させて，本委員会の審議と並行させて

「入試改善」について報告書取りまとめの作業

に着手することとし，その手始めとして共通第

１次試験の教科ｂ科目についての基本的理念と

いうことから検討をすすめてゆくこととした。

そして，去る３月21日と本日の午前中の２回開

催しているが，３月21日に開催した小委員会に

出席された平野会長より，入試改善の問題につ

いては国大協の中でばかりでなく各国立大学個

々の内部で関心をもって十分に議論されること

がのぞましいので，一遍共通1次試験について

根本に潮D，たとえば，共通1次試験のメリッ

ト，デメリットは何か，マークシート方式では

何がテストできて何はテスト出来ないのか，共

砂

イ認鱸、

卜

口上

ついで委員長の要請により天野委員から，入．

学者選抜に関する基本的問題の所在，論点等に

ついて大要次のような説明があった。，

共通入試制度について抜本的な検討というこ

とになると，選択肢でいうならば「廃止」する

のか「存続」させるのかということになる。そ

して，仮に廃止ということであれば，廃止して

７７



岳

しているのか，また，大学以外の社会は大学選

抜制度に何を期待しているのかということを意

義づけることであろう。そのうえで更に選抜制

度を変えたら何がどのように改まることになる

のかを考えなければならない。それと，選抜制

度ということだけでは解決がつかない問題があ

るとしたら，その原因はどこにあるのかという

ことも検討しなくてはならない。

それで，共通１次試験を中心とした今の入学

者選抜試験で何が問題にされているのかといえ

ば，大学側にとっての問題としては，一つは，

大学の序列化が鮮明になってきたこと，二つ目

に偏差値による輪切り選抜で入学してくる学生

が均質化してきたこと，三つ目に学生の学力が

低下してきたこと（特に旧二期校でいわれてい

る)，四つ目にマークシート方式の選抜の影響

か学生の学力のタイプが変って文章表現力，思

考力などが劣ってきたと思われること，五つ目

に受験生に国公立大学離れの兆候がみられるよ

うになってきたこと，六つ目に学生に勉学に対

する無気力化の傾向がみられるようになってき

たこと，七つ目に共通１次試験の利用について

弾力化の希望が少なくないこと供通１次試験

は大学の自治に抵触する虞れがあるという意見

もある)，というような点があろう。それから，

高校側にとっての問題点としては，受験産業が

介入して受験指導体制がすすんで，共通１次試

験対策として早くから生徒の進路コースを分け

ざるを得なくなってきているということがあ

る。一方，受験者の側としては,一つは－期校，

二期校が廃止されたことで従来２度あった受験

の機会が１回に減ったこと，偏差値による輪切

りがすすんだ結果，“一発勝負”がしにくくな

ったこと，それと，共通第１次試験の各教科・

科目について万遍なく得点できるように共通１

二共通入試実施以前のような試験の仕方に戻すの

か，それとも別のかたちの試験を考えるのかと

いうことになる。また，存続させるということ

であっても，現状を維持するのか，それとも改

善を図るのかということになる。本委員会の審

i議の流れとしては「共通１次試験は存続のもと

にこれの改善を図る」という方向ですすんでい

るが，それならばなぜ存続させて改善してゆく

のかという確とした論拠が示されなければなら

ないであろう。

そこで，改善案を取りまとめるとした場合の

本委員会と国大協それに各大学の三者の関係で

あるが，本委員会だけで改善案を作成してそれ

を理事会，総会に提出すればよいのか，あるい

は委員会が理事会，総会に案を提出する前に各

大学なり各学部との間でコミュニケーションを

もってすすめるのか，それとも委員会で案を作

成して国大協を通じて各大学・学部にアンケー

トを実施して，それをまた本委員会にフィード

バックして詰めてゆくというかたちにするの

か，改善案を取りまとめるについては幾つかの

-方法が考えられる。しかし，共通１次試験に対

して国立大学内部からも批判が噴出しているの

であるから，大学側の意見を聞くことなく委員

会案を作ってしまうのは適当でないように思わ

れる。そうすると，本委員会で作るのは各大

"学・学部に対し意見を聞く以前の本委員会とし

ての考え方を示したものということになるので

はなかろうか。

ところで，入学者選抜について検討するにつ

いては，共通１次試験を廃止するにせよ存続さ

…せるにせよ，今の選抜制度の何がどう問題なの

かということをはっきりさせなければならな

い。そして，その問題を考える場合に必要なこ

とは，大学は選抜制度を変えることに何を期待

”
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次試験向けの勉強が必要になって受験準備が長

期化過重化していること，などの問題がある。

また，社会で懸念されているのは，共通１次試

験によって大学の序列化がすすみ学歴主義が助

長されていないかということ，選択の幅が狭ま

り画一化がすすんでいるのではないかというこ

と，更には教育の国家統制ということに繋がり

はしないか，ということなどの問題がある。

以上のような問題点を踏まえ，共通１次試験

のどこをどのように改善するかというチェック

ポイントをつくる必要がある。そのチェックポ

イントとして，①共通１次試験の教科・科目数

について，②共通１次試験の実施期日につい

て，③共通第１次試験と第２次試験の組合せに

ついて，④受験機会の複数化について，という

ことが本委員会のこれまでの論議の中で具体的

項目として出てきているが，このほかにも必要

な項目があれば，それも加えながら検討をすす

めていったらよいと思う。

で，共通１次試験制度を変えたいという議論

が生まれてくるのは当然の成り行きと思われ

るが，これは社会に及ぼす影響が少なくない

と思われるので，この点十分な議論を尽くす

必要があろう。

○共通１次試験についていろいろ問題点が指

摘されているのであるから，たとえば，マー

クシート方式による試験でそもそも学力の何

が測れるのかといった共通１次試験の基本論

についての議論をした方がよいと思う。

○共通入試制度は入試改善に資するとして全

国立大学が一致して導入に踏み切り，高校側

もこれに賛意を示していた。ところが，共通

１次試験は回数を重ねるにつれて，“輪切り,，

現象が強まり，大学の序列化も顕在化するな

どの問題が生じてきて，世間からばかりでな

く大学側からもこれに対する批判が高まって

きたのであるが，共通１次試験を廃止しなけ

ればならない積極的な理由がないとすれば，

共通入試のメリットに目を向けて改善策を検

討すべきではなかろうか。

○共通１次試験を導入する以前の国立大学の

入試では各大学がそれぞれ自由に行っていた

のかといえばそうではなく，負担過重といわ

れている５教科７科目の試験についても行っ

ているところもあった。それで，大学入学者

の選抜の方法について抜本的な検討を行うと

いうことであれば，単に共通１次試験という

ことにとどまらず，入試そのものの本質にメ

スが加えられなければならないであろう。

○共通１次試験の改善をすすめながら，その

ような本質的な問題を考えてゆくのがよいの

ではなかろうか。

○現行の５教科７科目による共通1次試験を

このまま維持するのがよいと考える。ただ，
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これについで小林委員より，本委員会の第１

回目から第５回目までの議事要録及びこの間の

提出資料等をもとに入試改善についての論点等

を要約整理した「国立大学入学者選抜試験につ

いて」に関し説明があった。

以上の説明があったのち，おおむね次のよう

な意見交換が行われた。

○共通１次試験についてはこの制度を維持す

るにしても，これの利用の仕方については各

大学・学部にもっと自由度を認めるようにし

た方がよいと思う。

○共通入試制度を導入したのは他ならぬ国立

大学自身であるのに，その当事者の国立大学

の中に今共通１次試験に対し被害者的な意識

をもっているところが少なからずある。それ

/懸顯､
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⑤現時点における共通第１次学力試験の実施目

的・理念と大学毎に行う第２次試験との関連に

ついて，等について詳細に説明があり，最後に

共通第１次学力試験の出題・解答の教科・科目

についての重要検討事項として次の事項を挙げ

て説明があった。⑦共通第１次学力試験の目的

・理念の再検討再確認について，①出題・解答

の形式（単一，複数＝_ス，アロラ・カルト）

の選択について，⑥教科・科目数について，④

改訂実施時期について。

これの利用の仕方については，たとえば３教

科３科目をミニマムとして，あとはこれを各

大学・学部で資格試験的に使うもァ・ラ・カ

ルト的に使うも自由とし〆全体として多様化

を図るようにすればよい。

○共通１次試験に対する根本的な批判という

のは，全国立大学がなぜ同一の試験問題で同

一期日に一斉に行われなければならないかと

いうことにあると思われるが，これは止むを

得ないことなのであろうか。

○共通入試制度が導入されたのは，当時入試

競争が激化する中で試験問題が選抜のためと

いうより“ふるい落とし”のための難問や奇

問が出題されるなどして大学入試に対する批

判が高まったことが契機となって，国立大学

として自主的に入試改善を図る必要があると

ル､うことで，長期に亙る検討と実地試験を重

ねて踏み切ったという経緯がある。このよう

にして導入された共通１次試験ではあるが種

々の批判があることから，今回再び入試改善

を考えようということで本委員会が設置され

、たのであるが，共通１次試験導入時の初心を

忘れてはならないであろう。

ち
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この説明に続いて次のような意見があった。

○入学者の選抜のあり方ということを考える

場合，共通１次試験を受けて入学してきた学

生の入学時の成績とその後の成績の追跡調査

や，合格しながら入学を辞退したり，入学後

途中で他大学へ転学してゆく者の状況を把握

しておく必要があるが，そのようなデータは

ないか。

ここで，入試センターの肥田野副所長よ，，

高校調査書・共通１次試験・２次試験・入学後

成績の相関，等について配付資料をもとに詳細

な説明があった後，引続き次のような意見交換

が行われた。

○入試センターでは共通１次試験の作題につ

いてはどのような意図をもって当たられてい

るのであろうか。もし，共通１次試験では受

験生の学力のどういう点が測れて何が測りに

くいのかということがはっきりすれば，各大

学の第２次試験をどうしたらよいかが考えや

すくなるのではないか。

○共通１次試験の基本的な問題として考えな

ければならない問題としては，①高校教育の

正常化という観点，②受験生個々の多様なレ

ベル多様な要求と全国共通のスタンダードな

巽
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ここで〆松井委員より，配付資料「共通第１

次学力試験の実施目的・理念と出題。解答の教

科・科目について」をもとに①共通１次試験制

度導入に至るまでの大学入学者選抜方法の改善

に関する審議経過及び共通第１次学力試験実施

の目的・理念について，②昭和54年度から59年

度までの実施における共通第１次学力試験の目

的・理念，③昭和54年度から59年度までの実施

における共通第１次学力試験の出題・解答の教

科・科目について〆④昭和60年度の共通第１次

学力試験の出題・解答の教科･科目について，

８０
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要求との関係，③国立大学の教育との関係，

④社会人の受入れとの関係，⑤学生の学力に

対する責任，⑥受験産業との関わり，という

ことがあるであろう。

○国立大学へ入学することのメリット，デメ

リットということを考えてみた場合，入試セ

ンターでは共通１次試験を導入したことによ

って，それ以前と比較して何が改善されたの

かということについて，何か具体的なデータ

Ⅲ土ないであろうか。

○それは各大学でそれぞれ調査分析されたも

のがあれば，それをどうまとめるかというこ

とにかかっていよう。

○共通入試については，第１次学力試験で

「高校教育における一般的基礎的学習の達成

度」を測って，第２次試験で「各大学・学部

の専門教育に堪え得る資質適性」をみるとい

うことになっているが，旧帝大の或る大学で

は第２次試験の問題のレベルが非常に高く，

「適性」をみるという理念から遊離して学力

の程度を測る性格になっている。

写
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おおむね以上のような意見交換が行われて本

日の会議を終了し，次回および次々回の委員会

開催日を決めて散会した。

勺
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次回５月９日（水）１４：00～１６：３０

次々回６月18日（月）14800～１６：３０

日時

場所

出席者

昭和59年３月28日（水）１４：００～１６：ＯＯ

国立大学協会会議室

猪委員長

井出，吉田，高安，脇坂，福見各委員

堀，大西，尾島，中川，小椋各専門委員

(オブザーバー）紀伊国献三教授（筑波大学）
(文部省）佐藤医学教育課長，他２名

医学教育に関する特別委員会

猪委員長主催のもとに開会。

初めに，委員長から本日出席願った文部省の

佐藤医学教育課長並びに紀伊国献三筑波大学教

授の紹介があったのち，次のように挨拶があっ

た。

本日は，「医学教育に関する当面の課題」と

いうことで，最近急速に動いている医学教育に

関わる種々の事態の対応についてご協議願いた

いと思う。それで，先ず文部省の佐藤医学教育

課長より，この問題についての国会の動向等に

ついて説明を伺い，その上で審議を進めること

にしたい。

以上のような挨拶があったのち，議事に入っ

た。

〔議事〕
/蕊顯、

1．医学教育に関する当面の課題について

（１）医師過剰の問題について

初めに佐藤医学教育課長より次のように説明

があった。

この問題は，昭和56年頃よりいろいろと話題

になってきた問題であるが，去る59年２月17日

の衆議院予算委員会でもこの問題が取り上げら

れ議論された。

その際の議論では，先ず厚生大臣並びに文部

大臣から次のように政府側の基本的な考え方が

８J
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いては，本年度と変わらない方向で予算要求に

対して考えてゆくつもりであるが，検討委員会

の最終報告が出れば61年度については微調整が

必要とも考えている。

このようにこの問題はなお流動的であるが，

厚生省が公表しているデータ等によると，昭和

75年には人口10万に対して医師の比率が210人

ということになり，現在のような医師養成の規

模で進んでゆけば，その比率が300という数字

になるのも相当早い時期に訪れるのではないか

ということが予測される。このようなことを考

えると，教育の責任をもつ大学あるいは行政の

責任をもつ文部省にあっては，１０年～20年先を

見通して政策を進めなければその責任が果せな

いのではないかと思われる。

このような情況からして，医学部学生定員の

削減ということも考えられるが，その場合，た

だ学生定員の削減ということだけを考えるのも

策がないことであって，その機に教育内容の充

実とか，質的な向上を目指すというようなこと

を考える必要があろう。文部省としてはそのよ

うな姿勢でこの問題を対処してゆきたいので，

よろしくご協力をお願いする。

述べられた。

○厚生省としての考え方：

厚生省では，昭和60年度を目途に人口10万

人に対する医師の数を150人と想定して医師

の養成を図ってきたが，これが昭和60年度を

待たずして既に58年度にその数に達したわけ

である。そこでこのような情勢認識の下に，

ここで改めて医師の適正規模について検討し

ようということになり，新たに検討委員会を

設けて審議し,その意見を昭和60年度の政策

に反映していこうと考えている。

○文部省としての考え方：

文部省の方では，厚生省の方で医師の適正

規模について判断が出されれば，その結果を

みた上で,現在のような地域的な医師偏在の

問題，あるいは基礎医学における医師不足の

問題，その他いろいろな問題等を踏まえなが

ら，全体の医師の適正規模について見直しを

進めてゆきたいと考えている。

なお，医科系の国立大学の学生定員の問題

は，医師過剰という問題とは一応切り離し

て，現在のおかれている教育条件の改善とい

う面から，できれば60年度から定員１２０名と

いうところは例えば100名に抑えるといった

ような検討も開始したいと思っている。それ

には当然のことながら，それぞれの大学のお

かれている条件一地域医療の問題なども考

えながら見直すべきであると考えている。

両大臣からおおむね以上のような説明があ

り，厚生省の方としては早速医師の適正規模と

いうことについて委員会で検討を開始し，中間

報告を早く出して60年度の施策に反映したいと

いうことであるが，文部省の方では60年度の施

策に全般的な見直しが影響するというようには

現在のところ考えていない。従って60年度１こつ

８２
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以上の説明について次のような質疑や意見の

交換があった。

○厚生省に新たに設けられる検討委員会のメ

ンバー構成はどのようになっているのであろ

うか。

○これについては全く予想に過ぎないが，例

えば日本医師会の代表，歯科医師会の代表，

それに教育機関である大学側の代表というメ

ンバーで約10名程度の構成になるものと考え

られる。

○本問題の対応について，文部省として本委

、



員会に対し何か協力を求めたいことがある

か。

《○この委員会は，国立大学の医学教育につい

て高い立場で議論される機関であると思うの

で，文部省として将来を展望しながら事務処

理に当たる場合，このような点は是非押さえ

てもらいたいという点でもあればご指示いた

・だきたいと思う。

』○医師過剰という問題はいずれ起りうる問題

であろうし，それに伴って医師養成という見

；地から学生定員の削減ということも考えられ

ようが，それとともに教官の方も削減すると

いうことになると，教育の充実ということは

できなくなる。

`○医学の進歩というのは極めて急速であるの

で，将来の医療のあり方がどのようになるか

ということについては現在のところ予測もで

きない。また，将来の医学教育も現在のまま

ではなくその中身も変ってくることであろう

から，その場合に果して現在のままの教官構

成でよいのかどうかという問題はあるのでは

なかろうか。

おおむね以上のような意見の交換があって，

本議題の協議を終わった。

（２）医学教育について

これについて尾島専門委員より，配付資料

「医学教育一量的拡大から質的充実へ－

:卒前カリキュラムの検討」について，これは医

(師数や医学部学生定員等の問題とは無関係に，

医学教育の質的向上のための共通条件を示した

ものであると前置きののち，同資料を基に①現

行医学教育の問題点，②その原因，③どんな卒

薑業生が育っているのか，などの事項について説

優明があった。

以上の説明について次のような意見の交換が

あった。

○救急医療に対する対応が現在の大学では遅

れているのではなかろうか。

○救急医療のことについては，それぞれの大

一学の立場もあるわけではあるが，国立大学の

附属病院で救急部を設けているところは現在

２０数カ所くらいである。この救急部というの

は，いわゆる11人セットといって看護婦等を

含めて11人で組織される予算構成である。と

ころが，実際にはこれを可動するのに最低限

３０人のスタッフを必要とするわけで，大学が

救急業務をするには他の診療部から応援がな

くてはできないという実態がある。

○医学教育についての問題意識として次のよ

うなことを感じている。その一つは，医学部

にはいろいろな診療科目があり’その中には

第１（内科，外科）とか第２とかの区別のあ

るものがあるが，何故そのように同じ科目を

縦割にして増やすのかよく分らない。カリキ

ュラムの見直しということも考えないと，い

まの財政難の時代に対応してゆけなくなるの

ではないかと懸念される。

いま一つは，これまでカリキュラムを増や

すことばかりに専念しているようだが，新し

い授業科目が加わればそれで教育の充実が図

られるのであろうか。科目が増える一方だと

学年延長の問題も生じてくることになるが，

それよりもむしろ科目の精選ということが必

要なのではなかろうか。

それから，医学教育の向上ということにな

ると，すぐ施設や人員の整備充実ということ

が言われるが，ただそれを増やせばよいので

あろうか。そのようなハードの面の整備も勿

論必要ではあろうが，ソフトの面についての

鐙
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しろ，大学での人間性教育は医療体系自体を

変えない限り，講義などではどうにもならな

い問題である。

おおむね以上のような意見の交換があって，

本議題の協議を終わった。

（３）将来の医師数の問題について

これについて紀伊国献三教授（筑波大学）よ

り，医師過剰問題に関連して将来の医師数の問Ｋ

題について，次の事項に関し詳細な説明があっ

た。

①医師数検討の４つのアプローチ

１）人口対比

２）サービス実現目標

３）需要

４）ニード

②需要と供給

１）供給要件

２）需要要件

３）生産性要件

③経済と医師数

以上の説明について次のような質疑応答があ

った。

○専門医ということによって，医者の分布が

非常に違うが，この問題はどうすれば適正な・

分布を保てるようにできるであろうか。

○専門医の分布が，需要にマッチしているか

どうかという問題は，実際にはなかなかむず

かしい問題である。例えば，皮膚科の専門医

が皮膚疾患の増加に伴ってその医師数も増加

するかというと決してそうとも言えない｡そ

れは卒前教育を終ったものがどのような理由

で皮膚科の教室を志望するかということにも

よるのではなかろうか。

アメリカ等では，プライマリーケアの分野

に進む者に対しては，その教室に金力:付くと

工夫，努力も大事なのではなかろうか。

○先程の尾島専門委員の指摘は正鵠を得てい

ると思う。一口に言えば，問題は医師のスペ

シャリズムにある。医師過剰時代にその専門

の傾向はますます強まるが，それには金がか

かる。結局，それは自らの首を締めることに

なり，それが国民の医療に影響してくること

になる。

○医学教育の中で，人間性の教育をどうすべ

きかという問題があるが，人間性教育の問題

は医学教育の中だけで行うというのは無理な

ことであり，むしろこの問題は教養課程のう

ちにやっておかなければならない問題である

ようにも思う。

○卒後教育の問題であるが，この問題につい

ては現実の問題として大学が現在肩代りして

行っていると思われるが，この問題について

文部省や厚生省ではどのように考えているの

であろうか。

○医学教育というのは，生涯教育であるから

やはり文部省が指導権を握って行うべき問題

ではないかと思う。

それから人間性教育の問題であるが，これ

は大学教育だけで行うという問題ではなく

て，家庭教育にはじまり，小・中・高という

教育過程の中で十分に行われなければならな

い問題であろう。

○医学部の教育の中で，人間性教育をわざわ

ざやらなければならないということはおかし

なことである。医療ということ自体が本来人

間的なものであるので，医療が人間的に行わ

れている以上そのモデルの中で育った人間は

倫理的になるのは当然である。それがなぜ倫

理的になれなくなったかというと，それは医

師のスペシャリズムのせいである。いずれに

碑
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いうような仕組みになっている。日本でもそ

のような仕組みができるかという問題にも関

わってくる問題であろう。

飢○１０年後の日本の医療ということについて，

何か予測でもあるのであろうか。

､○将来への医療ということで，一部では議論

が進められてはいるが，それには影響する要

因が一体何かという問題がある。例えば，現

在は医療技術の変化というものが非常に急速

な勢いで増えてきている。そうしてそれがど

のような要因によって伝播していくのかとい

うことを検討する必要がある。

医療について－番基本になるのはやはり医

学教育であると思うが，医者の意思決定の論

理が今の医学教育の中で進められているかと

いうことについては疑問がある。結核の場合

の例であるが，結核の場合は問題が単純であ

ったこともあったが，ある程度標準的意思決

定の論理を進めることができた。

医療の問題は，今後問題毎にそれに対処し

うる医学教育というものができるのかどうか

ということによって，医療のかたちも変わっ

てくるのではないかと思われる。それと医療

費の圧力によっても医療のかたちが今後変わ

ることになるであろう。しかし，この問題に

ついてはこれといった方法論がないことも事

実である。

薇○これからの医者というのは，保健所や研究

機関あるいは民間の機関等に，社会の方から

求められていくことになるのか，それとも医

者自らが志向してそのような機関へ行くこと

になるのだろうか。

○その問題については，これまでの日本が辿

ってきたように，いわゆる自由市場に任せる

かたちが続くのか，あるいは認定医のような

制度ができて，卒後教育においてそれぞれの

機関に応じた教育でもして認められるという

かたちを採るのか，ということによっても違

ってくると思う。

ヲ
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おおむね以上のような意見の交換があったの

ち，委員長より次のように述べられ，了承され

た。

医学教育のあり方については，今国会での情

勢その他からして，このままの状態では済まさ

れない．情況となっている。それで当特別委員会

としても，いかにして医学教育を充実するかと

いう観点から条件整備に関して問題点をまと

め，本委員会としての見解を可及的速やかに取

りまとめて文部省に提出したいと思う。

そのまとめの作業については，専門委員を中

心にして，当委員会でこれまでに行ってきた議

論の中で問題点と思われるところを絞って検討

し，来る６月総会までにその素案を取りまとめ

たいと思う。それで，専門委員会で集中的に作

業を進め，その草案を委員会で審議のうえ総会

に報告することにしたい。
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昭和59年１月20日（金）１４：００～１６８３０

国立大学協会会議室

井沢委員長

石井，岩下，伊藤，須甲，椎名，丸井，田浦，

池田，小林，川端，後藤，坂上，岡本各委員

山田専門委員

片山臨時専門委員

(文部省）大学局教職員養成課中村企画官

日時

場所

出席者

卍

教員養成制度特別委員会
勺

ざ

○国会では，まず初めに政府予算案の審議が

あり，次に予算関連法案が審議されるので,

当法案はその次に審議されるものと考える。

従って，文部省としては当法案は３月中に提’

出したいと考えているので，具体的な審議が

開始されるのは，それから更に1カ月位後か

らとなろう。

○この法案が成立すると，その実施は昭和61

年度からになるのか。

○現在法案の具体的内容を詰めているところ

だが，仮に免許法が今国会で成立したとする

と，文部省としては60年４月１日から実施し

たいと考える。ただ，来年４月に入学する学

生については，経過措置として，従来の免許

基準を適用したい。

○免許法が改正された場合，校長の資格は，

特修免許状となるのか,それとも標準免許状
でもよいのか。

○その点は，現在，検討中である。

○先程の説明で，特修免許状を設けた趣旨

は，大学院修士課程修了者の人材誘致と現職

教育の奨励という２つの意味があり，文部省

としては後者に重点を置いて考えているとの

ことであったが，そうすると現職者の特修免‘

許状取得希望に対応するために，大学院で認

定講座等を実施しなくてはならない。文部省

は大学院だけが特修免許状を出すことを考え

井沢委員長主宰のもとに開会。

〔議事〕 '1qmHnT

1．教育職員養成審議会答申への対応について

初めに委員長より次のように述べられた。

先般開催した小委員会（59.1.10）で，教養

審答申に関し，本日配付の「文部省への質問事

項」を取りまとめ，前もって文部省担当官に手

渡し，これに対する説明方を依頼した。これに

ついて本日，中村教職員養成課企画官が出席さ

れたので，まず，文部省側の説明を伺うことに

したい。

ついで，中村企画官より「文部省への質問事

項」に基づき，次の項目について詳細な説明が

あった。

（１）法制化のスケジュールと学制改革との関

連について

１２）免許状の種類について

（３）免許基準について

（４）教職専門科目について

（５）教育実習について

（６）複免の読み替えについて

'q1Hm51

、Ｚ

以上の説明に関しておおむね次のような意見

の交換があった。

○教員の養成・免許制度改正の法制化のスケ

ジュールを伺いたい。

苑



ているのか。

○従来より高等学校教諭一級免許状は，専攻

科が修士課程と並んで位置づけられている。

今回の改定に当っても，従来通りの専攻科の

実績もそれ相応に評価してよいのではと考

え，修士課程と専攻科を特修免許状相当とし

て扱いたい。なお，現職者の特修免許状取得

希望については，専攻科レベルでの養成が大

部分となろうし，またそれが適当ではないか

と考えている。

○大学院設置に際しては②教官の確保が要求

されるわけだが，現職教育はそれとは関係な

しに実施してもよいということか。

○そのように考えている。

○大学によっては修士課程と同時に専攻科を

置いてあるところがあるが，専攻科の１年間

で特修免許状取得が可能となると，２年間の

修士課程へ進学する者が減ることが予想され

る。その辺はどのように考えているのか。

○修士課程を原則とするのが基本的考え方で

あるが，現行でも高等学校教諭一級免許状は

専攻科で取得できるとされており，また実績

も重ねているので，修士課程が整備されるま

では専攻科も修士課程相当と評価してよいの

ではないかと考えている。

○修士課程が設置されれば，当該大学の専攻

科は廃止する方向で対処する考えであろう

か。

○これまでの経過をみると，専攻科は修士課

程の設置により転換するというのが基本的考

え方であったと思うが，今後は修士課程と目

的を異にする専攻科も考えられるかもしれな

い。

○大学院教育を受ける現職者数は現在，予算

上必ずしも制限されていない。この免許法が

改正されると，現職者の増加が予想されるの

で，大学側としても今後かなり長期的・計画

的に認定講習等を実施する必要があると考え

るがその点について，ご意見を伺いたい。

○大学における教員養成と並行して，現職教

育についても大学が中心となり養成すること

になると考えるので，各大学に，公開講座の

開設・聴講生受入れ等，種々対応策を考えて

いただき，その機会について十分配慮してい

ただきたい。ただし，免許法発足当初から実

施されている認定講習は，当時の特別な事情

を反映したものであるので，その方式を踏襲

してゆく考えはない。

○かなり大量の現職の受講者が予想される

が，現在の大学の体制からみて，希望者全員

を聴講生等で受入れられるかどうか甚だ疑問

である。それで，何らかの形で，選抜が必要

となろうが，その場合，受入れ機関側で選抜

するのか，あるいは送り出す側で選抜をする

のか。もし，送る側が選抜するとなると，あ

るいは不公平を生ずるかもしれないという疑

念を持つ。受講者が多い場合どう処置したら

よいか。

○現職教育にはいろいろな形態があるが，基

本的には教員個人の自発性を尊重すべきであ

ろう。一般論としては，夏期休暇中の大学公

開講座への参加等は任意に認めるべきと考え

るが，その場合でも大学側の受入れ許容数の

関係で制限されることもあろうし，また授業

期間中の受講については，後任教員の補充等

送り出す側の事情もあるので，自発性が受講

に結びつかないケースもあろう。なお，現職

教育の形態は様々なものが考えられようが，

文部省としても休暇期間中の公開講座の開設

等，関係予算の増額措邇等を図’つつあるの
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間には矛盾というかギャップが感じられる。

○その点は非常に難しい問題であるが，現行

免許法発足当時からの「大学における教員養

成」という根本理念に触れる問題でもあるの

で，従来の考え方を踏襲してゆきたい。

○先程の説明で，現職経験の年数により単位

修得数の軽減措置を講ずることも考えている

とのことであったが，５単位なり８単位の修

得で，果たしてどのような専攻分野の表示が

可能なのか，また表示してよいものか，その

点疑問を感じる。

○軽減された10単位以内の単位数で専門の表

示をすること自体にも問題があると思うの

で，全てについて表示するかどうか検討して

いるところである。

○修士課程修了による特修免許状は，大学設

置基準に基づいて開設しているカリキュラム

を履習することにより取得するわけで，その

うち自然科学系の場合は実験科目が相当入る

と思う。一方，現職教育の場合，従来の例を

見る限り，修士課程で行う実験等を組み込ん

だ形でカリキュラムを設けることは困難と思

われるので，その場合は講義だけで終わると

いう危`膜がある。そうすると，特に自然科学

系の場合，力量に相当の違いが生じてくるの

ではなかろうか。

○現職教育者に対し，より一層の資質向上が

要請されており，そのためには大学側・受講

者側の真剣な対応・努力が必要であると思っ

ている。

○答申では，教職に関する専門教育科目（以

下，「教職専門科目」という）の内容を明示

しているが，教科又は教職に関する専門教育

科目（以下，「教科・教職専門科目」という）

の内容は示していない。現行では，後者につ

で，今後は現行の一般社会人向けの公開講座

の他に，現職教員向けのものの開設について

もご配慮ねがいたい。

○特修免許状の内容として，修士課程での専

攻分野を表示することになっているが，例え

ば小学校教諭が特修免許状を取得した際の表

示は，教科の種類となるのか，それとも教育

学・心理学等となるのか，あるいは小学校教

育のような形になるのか。

○履習した中心的分野（例えば，小学校の国

語教材を研究した場合は小学校国語教育等）

を表示するのが適当かと考えるが，具体的に

は今後の検討課題である。

○公開講座は教員養成系大学・学部だけで開

講すればよいとお考えか。

○特に教員養成系大学・学部に限定しなくて

もよいと考える。

○現職者の特修免許状取得要件として，３年

以上の現職経験と約15単位の単位取得が示さ

れているが，この点の取扱いについてお伺い

したい。

○学部卒業を基礎資格とする免許状を有する

者が，現職経験と単位修得により修士課程修

了程度を基礎資格とする免許状を取得する場

合の基準は３年の現職経験と15単位修得を基

準と考えているが，３年以上の現職経験のあ

る者に対しては若干緩和してもよいのではな

いかという考え方も持っている。なお，現行

の「在職３年以上をもって，単位取得を要し

ないで上進できる」としている特例は廃止し

たい。

○平等な機会の保証という意味では場が開か

れたように感ずるが，他方で，２年間の修士

課程修了により特修免許状を取得する者もい

て，それと修士課程相当による単位認定との
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いて，講義題目的な形のものを含めて科目内

容を示しているが，これは従来どおりの形に

なると考えてよいのであろうか。

○現行制度では，教科・教職専門科目は，そ

の半数について領域を指定する考え方をとっ

ているが，今回も約半分は学校での授業担当

を考慮して，とるべき領域を指定したいと考

えている。ただ，現在の領域指定が現実の初

等・中等教育のカリキュラムに合わない点も

生じているので，その点は教養審等の意見も

聞き，省令段階で適切な形に改めたい。

○教育課程に関する科目（以下，「教育課程

科目」という）は小学校教員で22単位となっ

ているが，答申ではその柱としての教科教育

の研究・道徳教育の研究・特別活動の研究等

の個々について単位数が明示されていない。

この点は，省令でも，このような一般的な定

め方になるのであろうか。また仮に内容を明

示しないとするなら，各大学の自主性に基づ

き自由に実施できるのであろうか。現在，小

学校の教科専門科目については，大学でもそ

の定義等についていろいろ議論があるし，虞

た教科教育の研究ともやや違うものとして実

施方法も大学により様々であるし，いろいろ

工夫がなされているがまた厄介視もされてい

る分野である。これについては，いろいろな

報告書で，高学年の教科担任制の問題等もあ

るので，むしろ科目数を減らして，小学校教

員でも文科・理科系の指導的教員の育成とい

うことを考慮して，それによって各職場集団

の中で解決していくシステムを考えたら，と

いう指摘もある。その意味では，小学校の教

科専門科目は余り厳しく縛らない方がよいと

いう考え方が教育系大学の中にもかなりあ

る。そうすると，今回の，小学校の教科専門

科目を８教科に縛り，そして教育課程科目の

方は大学の自主性に委ねるという方向は，む

しろ逆ではないかと感ずる。

○教育課程科目の内容は，今後審議会等の意

見を聞き決めたいと考えるが，規定の方向と

しては全くのフリーの形にはならないであろ

う。ただ，その場合にも，ある程度弾力性を

持たせることも検討課題のひとつと考える。

なお，教科専門科目と教職専門科目に更に踏

み込んで相互の弾力化を図ることも考えられ

るが，現在のところはそこまで考えていな

い。また，教科・教職の区分は答申どおりに

実施したいと考えているし，教科については

一応今のところ８教科全てにわたって実施し

たい。

○教職専門科目のうち，生徒指導に関する科

目は心理学専攻の教官が担当することになろ

うとの説明があったが，その実施に際しては

教官増が必要である。

○新しい免許基準に対応しての具体的な教官

配置の問題は大学により事情が異なるので，

個別に事情を伺い，必要なものについては配

置するよう努力したい。

○中学校・高等学校の場合，教育課程科目は

６単位と４単位となっており，これで小学校

の場合（22単位）と同様に教科教育の研究・

道徳教育の研究・特別活動の研究の３本柱で

カリキュラムが編成されることになると，あ

る科目は２単位以下になることも予想され，

それでは余り意味がなくなるのではなかろう

か。

○教育課程科目６単位は，現行の単位数（教

科教育法３単位，道徳教育２単位等）を前提

とし，かつ最低の単位数ということで，この

ような線を取りまとめた。
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単位数と比べると，相当の増加が提案されて

いるが，大学にあってはご配慮をお願いした．

い○

○答申で提案されている予備的資格について

だが，これは教育実習以外の要件を充足した、

者の救済策として考えているのか。それとも

予備的資格は本来の要件を充足していないの

で採用に不利となるが，どうしても止むを得一

ない場合は予備的資格でも教員になる途は残；

されているというニュアンスなのか。

○これは決して前向きのものでなく，現在の

実態をみての次善の策である。ただし，この

証明書の発行は，もう一歩の努力で正規の免一

許状の取得が可能という意味で，力づけるこ

とができるのではないかと考える。

○確かにペーパー・ティーチャーも相当数い

るので，その意味から言って次善の策という

ことであれば問題は別だが，これが制度化ざ

れ実態的にも機能していくことを考えると，

一般大学・学部ではこの予備的資格で十分で

はないか，という議論が出ることが予想され

る。そうすると，結果的に中等教育教員，特

に高等学校教員に関して，行政側の「免許基：

準の増加を図ることにより高度の専門教育を

学んだ者を採用したい」という立場との間に

矛盾が生じてくるのではなかろうか。

○これが制度化されれば，教員採用試験に際

し予備的資格証明書を除外しない等，適宜教

育委員会を適切に指導したい。しかし，ただ

いま指摘いただいたとおり，大学側はそれに

安んじて，教育実習を省いて送り出すような

ことがあっては困るので，課程認定と採用試

験のやり方の両方について，適宜様子を見な

がら対処したい。

○中等教育における理科・社会等の広領域科

○教科専門科目は，小学校の場合，現行の６

教科各２単位（計12単位）から，８教科各２

単位（計16単位）となるが，現行制度もそう

だが，教職専門科目に比較し相対的に比重が

低いのではないか。小学校といえども，教科

専門科目をもう少し履習させるべきだという

意見もある。

○答申では全教科担当ということで８教科を

履習するという考え方がとられているが，こ

れを原則とするか，または多少柔軟性を持た

せるかは，省令段階のこととなるので，今後

十分検討したい。

○中学校・高等学校の場合，現行では，教科

専門科目のうち狭領域科目は32単位，理科・

社会等の広領域科目は40単位という設定がな

されているが，今回の答申で，この単位数を

変えた理由は何か。

○免許法制定当時の記録等を見ると，教員の

需給関係等を反映してか，複数免許状を取得

させるぺく，このような単位設定をしたとあ

る。しかし，現在は教員の需給関係等，問題

も相当解消したと考えるので，今回の答申で

は両者に差を設けず，多い方に合わせた，と

いうのが審議会の考えである。なお，４０単位

を更に増やすことは，教養審で議論されてい

ない。

○答申の前文で「開放制の原則」の尊重を謡

っているが，その中味では教育実習の単位数

の増加等が提案されていて，一般論として，

そのために開放制が崩れていくのではないか

と危'膜する。その辺をどのようにお考えであ

ろうか。

○制度の基本に触れる非常に難しい問題であ

るが，教養審の考え方は開放制の中で最大限

の単位増を図ったということである。現行の
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的な認識の変革の必要等を含め，それぞれ検

討することも必要と思う。

○法学部や経済学部では，学位に対する伝統

的な考え方も少しずつ変化しているとのこと

である。文学部でも，学位について新しい認

識を持った教官も生まれているので，時間の

経過とともに徐々に変わって来るであろう。

○一時，農学部にＯＤが多いと言われたが，

現状はどうであろうか。

．○依然として多いが，その専攻分野によって

事情は違うようである。例えば，農芸化学科

等はよいようである。

○法学部の大学院修了者は，学部卒に比ぺる

と企業への就職状況が悪いと聞くが，この点

はどうであろうか。

○これは文科系だけでなく，ある意味では工

学系も同様であったが，それが少しずつ変化

しつつある。以前，企業は学部卒を採用し社

内教育を通して育成を図っていたが，現在は

修士修了者を採用する方が効果的であると考

え方が変わり，その採用も増えつつある。し

かし，依然として博士課程修了者の企業への

就職状況は悪く，この点は大学院における教

育の内容という観点から，大学として検討す

べき課題のひとつであろう。

○最後の点は，同時に，地域社会の受入れ体

制とも関連する問題であり，その考え方を改

めるよう働きかける必要があるのではなかろ

うか。

○ある大学の経済学部の話では，当該学部の

大学院を修了しても，大学に残らず欧米等に

留学する者が多く，教官を選出する際には，

結局，海外で研究している者から後継者を選

ばなければならないとのことである。これを

解決するためには，ポスト・ドクトラル・フ

ニローとかテイーチングアシスタント等の制

度の導入を図ることにより，経済的に安定す

る方策を講ずることが必要である。このこと

は学術審議会の答申にもあり，また文部省も

検討されているようなので，実現の可能性も

あるのではなかろうか。

○昔の大学は斯界のリーダーを養成してお

り，そのうち特に優秀な者は大学院に進み後

継者となった。しかし現在，大学は大衆化

し，その役割もリーダーの養成から，高度の

知識の教育へと変化し，そのうちさらに勉強

を望む者は大学院に進学するが，それも必ず

しも後継者の養成を意味してはいない。これ

は工学部で象徴されるように，修士課程修了

者でも多くは大学に残らずに企業に就職す

る。一方，文部行政をみると，新制大学が設

置された段階で大学の大衆化ということも念

頭にあったと同時に，教えるべき知識量も増

大したため，学部４年の枠内の教育では各分

野の社会的要請に応じられないということ

で，新制大学のうちで諸条件の整備された学

部より順次修士課程の設置を図った゜その時

には，後継者やリーダーの養成という意識は

少なかったと考える。

この問題を考える時，どうしても２年間の

一般教育の問題と関連してくる。個人的には

教養部は必要と考えているが，一方外部から

はその２年間があるため不足する分を修士ま

であげたとか，専門教育と一般教育の接続の

仕方等一般教育をめぐって種々の意見が出さ

れている。これの解決は大変困難なことと考

えるが，一般には修士まで必要というのは本

当のようである。

また各大学にあっては，研究教育の向上の

ため修士課程の設置が不可欠と考え，努力の
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次第，実現に向け折衝を始めるのではなかろ

うか。

○関東及び四国地域では，昭和60年度から実

施したい意向のようで，現在，概算要求の準

備に入っている。特に，四国では３大学だけ

でまとまりやすく，かなり進行しているよう

である。

○発足当初より完全な形のものは望めない

し，それを待っていてはスタートできないの

で，ある程度実施の見通しがついた段階まで

到達したら，国大協としても支援し，そして

種々改善を重ねながら進展させることが必要

であろう。

○関東甲信越地域の工学系連合大学院の話は

ご承知のことと思うが，先般関係者の間で，

凍結を決めたとのことである。その理由は，

工学系の連合大学院の組織を作っても，これ

に参加する大学に総合大学院が設置された場

合（すでに総合大学院の調査費がついた大学

もある)，その学部はどちらに所属するかと

いう問題が生じ，結果的に迷惑をかけること

になることを懸念して参加を見合わす大学が

出てきたためである。

○大学院の設置の意義を客観的に評価できる

かどうかということであるが，一般論とし

て，周囲からみて必要でないと思われても，

大学内で士気が高まり，それにより大学の雰

囲気が盛り上がるという効果のほか，その設

置により大学の組織体制が一層充実するとい

うこともあろう。設置の意義をおさえなが

ら，必要なものを作っていくという姿勢が必

要であることは承知しているが，その意義の

判定は大変困難なものであり，すべて流動的

なのではないか。

○教育系大学院は今までの話と違うところが

末，現在多くの大学に設置されたわけで，そ

の次のステップとして博士課程の設置を希望

するのは当然のことである。その設置形態も

フレキシブルを持たせ，種々の形があってよ

いと考えるし，また全国立大学に設置可能な

ように措置されるべきと考える。ただその

際，既設大学院の博士課程のあり方をみる

と，やはりある意味では徒弟制度の形で後継

者養成を行っているわけで，この側面も考慮

に入れておいた方がよいと考える。

○論文博士の場合徒弟制度であるが，課程修

了博士は単位取得によって学位を取得するの

で必ずしも徒弟制度ではない。両方の形があ

る。

○課程博士の場合でも，カリキュラムの問題

等もあり，また講義の面でも問題なしとはい

えないわけで，結局はゼミナール制のような

一種の徒弟制になってしまうのではなかろう

か。仮に整備充実した教育を行おうとする

と，教官の負担増の問題が生じ現行の制度で

は困難と思われる。

○昨年３月の本委員会で文部省側から，農水

産系連合大学院について，大学間のセクショ

ナリズムの関係から果して実現が可能であろ

うかとの懸念が表明されたが，その後事態は

急速に進展し，出来れば昭和60年度からでも

学生募集をしたいとのことと聞いている。そ

の辺の最近の動向を伺いたい。

○文部省側の心配する事柄について，関係者

が英断をもって根本的な対策を講じられたも

のと考える。個々の大学の内部事情に関連す

ることであるので，詳しくは触れられない

が，現在，５つの地域にグループ分けして，

サテライト方式の形で，具体的に参加大学・

学部や組織・運営方法等を検討し，整理され
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ある。修士課程設置の場合でも，教科指導に

関する研究者を養成しているところがないた

め，教官が不足していてなかなか人材が得ら

れない。そのため私の大学では，何とか博士

課程大学院を設置し人材の養成をしたいと考

えているが，博士課程設置の計画を進めても

教官審査の問題があり，審査が従来どおりの

形で行われるとなかなかとおらない。現在，

最近のお茶の水女子大学のケースを参考に準

備をすすめているが，審査の際，たえうるか

どうか懸念している。私どもとしては，積極

的に出来るところから博士課程を作り，少し

でも人材を養成したいと考えているが，既設

の大学院においても，そういう分野の人材を

養成されるよう要望する。

○兵庫教育大学等新構想の教育系大学院が設

置されたが，それらとの協同的作業はしてい

るのか。

○教育学部関係の全国的な集まりもあり，相

互に話し合っている。また，兵庫教育大学は

現在博士課程設置の準備を進めており，お互

いに情報交換をしたいと考えている。

○教員養成系大学・学部の卒業生でも，必ず

しも教員にならない者もいると聞くがどうで

あろうか。

○教員の需給関係のこととも関連があるが，

‐私の大学では約１割ぐらいが他の分野に就職

している。しかし，私のところは教員養成課

程だけで成立しており，カリキュラムも免許

法で規定されているわけで，幅広い勉強が出

来ず，教員以外の途を進むこともなかなか困

難となっている。
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おおむね以上のような意見交換のあった後，

委員長より次のように述べられて本日の会議を
終了した。

小委員会の方では，次回の会議で全ての専門

分野の報告を終了し，その次より総論的な立場

から討議を行うことと並行し，必要なことにつ

いてはアンケート調査も行ったうえ，報告書の

取りまとめに入るということであるので，この

旧設大学院の改善の問題の進行に歩調を合わ

せ，新制大学院の問題に関しても，提言できる

よう作業を進めたいと考える。

△

己

ｐ

1Ｊ

。

襟病、

日時

場所

出席者

昭和59年１月19日（木）10800～１２：ＯＯ

国立大学協会会議室

平野会長

金子大学院問題特別委員会委員長
田中委員長

石田，種瀬下沢，森各委員

大学院問題特別委員会小委員会

坪

田中委員長が都合で若干遅れるため，出席さ

れるまでの間金子大学院問題特別委員会委員長

の司会で大学院問題に関するフリートーキング

を行った。

〔議事〕

初めに委員長よ、次のように述ぺられた゜

本日ご協議願う議題は，前回（12.7）の委

員会の際にも少し触れた問題であるが,その一

つは学術審議会（学審）の「研究者の養成･確

保に関する専門小委員会」から出された「研究

者の養成･確保について（報告)」に対する国

大協としての意見のまとめである。それから，
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的な対策が示されていない。

②２－(1)－①「大学院の組織・編成等の弾

力化等」のイの箇所で，「研究所の組織を

中心とした研究科を置くことも検討すべき

である」と言っているが，それよりも大学

の改革を先に考えるべきであろう。

③２－(1)－②「大学における教育・研究指

導の改善・充実」のアの箇所で，「修士課

程又は博士課程（前期）から博士課程（後

期）に進学する際の専攻変更や他の大学院

への移動等を指導するなど，多様な方法を

工夫する必要がある」といっているが，具

体的にはどのような方法が考えられるので

あろうか。

④２－(1)－③「民間等の研究者の再教育

等」のアの箇所で，「大学院における再教

育制度の充実への期待に応え，大学院が民

間等の研究者を積極的に受入れ，その再教

育に当たることが望まれる」とあるが，再

教育の場合，大学院がどのくらいこれにタ

ッチし，どのような指導をすればよいのか

はっきりしない。

○既設の大学院がいろいろな面で決して十分

ではないということを十分に承知しておきな

がら，これを中途半端に捨置いてこれとは別

に新しい発想に基づいてこのような立派なも

のを作るべきだということはおかしなことで

ある。先ずそれよりも既設の大学院の整備充

実を図ることが重要なことではなかろうか。

○わが国の学術研究の将来を考えると，現状

認識に基づくより具体的な提言が盛り込まれ

る必要があると思われる。そのような観点か

ら意見の取りまとめを行いたい。

いま一つは東京大学において検討されている

「東京大学における若手研究者の問題」につい

てお話を伺うことである。以上２つの問題につ

いて，これからご協議をお願いしたい。

1．学術審議会の専門小委員会の報告について

旧臘（58.12.9）学術審議会学術研究体制特

別委員会の「研究者の養成・確保に関する専門

小委員会」が取りまとめた「研究者の養成・確

保について（報告)」を基に次のような意見交

換が行われた。

○この報告の内容は仲々立派であるが，少し

具体性に欠けている点がありはしないかと思

う。それからもう一つの点は，教官定員の削

減その他によって不完全講座が一層進行しつ

つある傾向にあるので，助手の定員確保とい

うことについて格段の配慮をすることが絶対

に必要であるということを強調しておく必要

があると思う。

○この報告の内容には異議をさしはさむ点は

ないが，問題の掘り下げという点では十分で

ないようにも感ずる。結果的にはここに記さ

れているようなものになったが，学審の中で

の議論の過程ではいろいろな意見があったこ

とと思われるので，その隠れた内部での議論

でどのような問題が論議されたかを知りたい

ものである。

○この報告については，総論的には同感であ

るが，各論的には次のようなことが言えるの

ではなかろうか。

①報告書の１－(2)「近年の動向と問題点」

の箇所で，「若手研究者の新規採用が減少

し年齢構成にひずみが生じつつあり，将来

の高齢化への傾向が現われてきつつある｡」

と指摘しておきながら，これに対する具体

”

碗､堀、

ｒ
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任期制の問題であるが，これは強制はできな

いまでも，ある学部ではこのように運用して

うまくいっているといったサンプルを示すこ

とによって，他の学部の参考にするといった

ようなことはやろうと思えばできることであ

る。

現在大学院という制度はありながら専任の

教官というのはいないし，施設基準面積等で

も大学院としての若干の割増し分はあるにし

ても本当の意味の大学院というものを育てて

いく上では決して十分であるとは言えない。

大学院という制度を作ったからには，やはり

それに見合った物的な基盤というものも作っ

てほしいものである。

それから，東京大学では他からの募金等に

よって若手研究者の海外研修のための旅費の

援助を若干実施しているが，これなども，自

分自身で賄うことができるＰＤＦのような制

度ができないものかと検討中である。

また，現在の大学院が非常に古い時代の分

け方になっていて，“研究科，，と名前はつい

ているものの，例えば医学部で言えば第１内

科の上に第１内科の大学院があるというかた

ちに自然になっている。これをもう少し風通

しよく，医薬，エ，農というようにある程度

自由に乗り入れができるということにはでき

ないものかと思う。

ただ，何か改革を行うにしても予算の裏付

けがなければ非常に制限を受けるということ

になる。

○東京大学がＰＤＦに代る対応策を検討中で

あるということは高く評価してよいと思う。

例えば，科学研究費のようなものは目的がは

っきりしておれば何かかたちを変えていける

のではないかと思われる。それから現在の大

”

:2．若手研究者の問題について力

森委員から東京大学における若手研究者の問

題の検討状況について，配付資料を基に次の諸

項目について説明があった。

①目的と背景：東京大学における若手研究者

の諸問題の現状を把握し，その原因を分析

し，それに基づいて問題解決のための方策を

提言することを目的とする。この作業を行う

に至った背景。

,②若手研究者問題：顕在化している問題（Ｃ

Ｄ，助手高齢化)。東京大学と全国。問題の

社会性，‘恒常性。大学の加速度的魅力の低

下。優秀な学生の脱出。

,③ＯＤ問題：学内の実情，部局毎の多様性。

原因。他大学の実情。

,④助手高齢化問題：学内の実情，部局毎の多

様性。原因。

⑤将来予測：放置した場合の見通し。大学人

の需要予測。現時点の特異性，緊急性。

,⑥可能な対応策：学振ＰＤＦ･学内ＰＤＦｏ

ＰＤＦと科研費の連動。助手の任期制。大学

院制度の改革，年限の短縮。大学院研究生

（員)制度。学振との連動。ティーチングアシ

ースタント。
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以上の説明について次のような意見の交換が

あった。

○若手研究者の問題を考えていくということ

については，文部省と交渉しなければならな

いという問題も多いことであろうが，例えば

東京大学だけでも実行可能というような問題

があるのではないかと思われる。その辺の問

題についてはどのような考えなのか。

○実現するしないは別にして，例えば助手の

功

郡

可



者には学生教育の一部を手伝わせ，それに対一

する若干の報酬を与えるというものである。

これはつまり学内のアルバイトであって鈩教一

青と無縁の仕事に従事させるのではなく教育

そのものを手伝わさせるというやり方であ

る。

○大学院の予算面からの問題であるが，現在≦

は積算基準を見直す時期にきているのではな

いかと考える。

これまでの大学の積算基準は，例えば講座=

制，学科目制，あるいは博士課程,修士課程乳

実験，非実験というようにいろいろ分けられ‐

てその単位が定められている。そうして大学二

院は学部の延長として考えられているようで‐

あるが，最近は学部のない独立大学院なども

出来ているようであるから，大学院の予算を

学部と全く切り離して考えるというわけには

いかないものであろうか。

学院のように単なる学部の上の嵩乗せという

ような状態ではなく，例えば専任の教官が置

けるようなかたちにはならないものであろう

か。

○学位の問題であるが，文科系の博士の学位

が，理工系の学位の授与数に比べて極めて少

ないというのはどうしてであろうか。

○文科系側の言い分によれば，特に文学関係

は学問の性質上どうしても短い年限で学位論

文をまとめることには無理があるようであ

る。しかし，論文博士の数を含むということ

になるとある程度学位を授与されているので

はなかろうか。

法学関係では，現在できるだけ学位を与え

ようという方向にはあるのであるが，例えば

よい論文ができるとそれを基準に考えること

になり，どうしても論文内容の軽重が問題で

あり，実際にはなかなか学位の取得は困難な

ようである。また経済関係は博士の学位がな

くとも就職には困らないようで，先ず就職し

てからゆっくり論文を仕上げてはどうかとい

う考え方のようである。しかし最近では博士

の学位を持っている方が就職条件がよいよう

であるので，少し急いで与えるようにしては

どうかという方向になりつつあるようであ

る。

○ティーチングアシスタントということにつ

いてはどのように考えているのか。

○ティーチングアシスタントについては，大

学とか，研究所によって多少の違いはあるよ

うであるが，ティーチングアシスタントに並

ぶものとしてリサーチアシスタントといわれ

るものがある。これらは，大学院学生かある

いは大学院学生相当の年齢に達している者で

あり，またその中のそれ相当の学識を有する

１００
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おおむね以上のような意見の交換があったの、

ち，委員長より次のような提言があり，了承さ

れた。

予算に関する問題は第６常置委員会の担当事

項であるので，大学院の予算の問題については

できるだけ早いうちに第６常置委員長にも連絡・

をとり，同委員会で検討されるよう相談してみ

たいと思う。

それから今後のスケジュールであるが，本日

は東大での検討状況について話を伺ったが，こ

のあと１～２回その他の専門分野における状況

をきき問題点を洗い出してゆきたいと思う。そ

れで次回は理・エ・農の３分野について次の方

々からお話を伺うことにしたい。

理学部関係：金森順次郎教授（大阪大学）

工学部関係：岸源也教授（東京工業大学，当

香

':録、

牙

色
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委員会委員）

農学部関係：九州大学より推薦

以上をもって本日の議事を終了した.

次回２月13日（月）１３：00～1６８３０

■

▽

日時

場所

出席者

昭和59年２月13日（月）１３：00～１６：３０

国立大学協会会議室

田中委員長

石田，種瀬，下沢，飯島，岸，金森，宮島各委員

で

大学院問題特別委員会小委員会
、

田中委員長主宰のもとに開会。

初めに委員長より，新たに委員に就任された

金森順次郎委員（大阪大学教授)，宮島寛委員

（九州大学教授）の紹介があったのち，次のよ

うに挨拶があった。

本日は，前回（１月19日）の委員会の決定に

-従い農学関係及び工学関係の大学院における諸

鼠問題ということで宮島委員と岸委員から先ず説

明を伺い，その上でご協議願うことにしたい。

それから，前回の委員会の際に話題となった

-大学院の予算を学部予算と切り離した場合のメ

リット・デメリットの問題については，その後

･有江第６常置委員長とも相談し，次回開かれる

了第６常置委員会の際に私から問題提起をしてご

-協議願うこととなったのでご報告する。

〔議事〕

しい説明があった。

①博士課程の就職問題について

農学系大学院の場合，卒業後は大学に残って

助手となるもの，あるいは公務員試験を受験し

て公務員となるもの，または民間企業に就職し

研究者を志向するもの，というように多方面に

分かれていくようである。

ところが博士課程を修了して研究職に従事し

ようと思っても，学部卒や修士卒とは違って，

例えば公務員上級試験を受けるにしても専攻範

囲が狭められているため不向きになってしまう

ような傾向にある。このような情況から大学側

としては，博士課程修了者に対しては研究職と

しての上級試験を別に行ってほしいということ

を要望している。

これについて農林水産省では，大学院修了者

については，大学側で一旦助手に採用しておい

て，それから試験場とか，研究機関と人事交流

をする方法もあり，また協議採用の枠を漸次拡

大して，２～３人程度の複数の候補者について

採用試験を実施する気運も見られるようになっ

てきていると説明している。

②助手の講師振替について

これは助手の待遇改善だけでなく，むしろ大

学院の組織・制度についてもっと現実に対応で

きるようにするために考えられたものである。

例えば現在の講座制にみられる１．１．２とい

JOJ

一コ

/g罵窪、
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『◎「旧設大学院」の改善について
力

（１）農学関係の大学院における諸問題につい

て

これについて，宮島委員（九州大学農学部

長）より配付資料「第45回，国立大学院大学農

誹学関係学部長協議会議事要録（案)｣，「九州|大

・学大学院農学研究科修士課程及び博士後期課程

修了者及び退学者就職先調査表｣，「九州大学農

･･学研究科修士課程及び博士後期課程出願・入学

_状況調」等を基に，次の諸点を指摘しながら詳

｡■

●

､



の上の大学院へ進むというのが現状である。

○農学部の入学時では，それぞれの学科によ

って志願率の高低はあるものと思うが，これ

はやはり学科毎の問題として考えなければな

らない問題であるのか，それとも農学部一本

という問題としても考えられる問題なのか，

その辺はどうであろうか。

○これについては，農学系と工学系の学部と

ではやや事情が違うように思う。例えば農学：

系の分野からいうと，農芸化学とか食糧化学

のような学科の卒業者は殆どが企業へ就職す

るが，農学部全体からすれば，特に一次産業・

関係は研究機関とか公務員となって就職する

ものが非常に多いということになる。

九州大学の農学部では，入学時には農学部

一本というかたちで入学させ，教養課程１年

半を修了したところで第１志望，第２志望を

募って，成績により学科の振り分けを行って

いる。

また大学院については，大学院の組織とし

て全部の講座にアンダーグラデュエイトから

グラデュエイトという形でドクターコースま

でが設けられているというのが実状である。

○学位の問題であるが，医学部のように修了

者の殆どが学位を持っているというのもどう

かと思われるが，また文系のように特に文Ｉ

学，法学，経済学等学位を授与されているも

のが極めて少ないというのもどうかと思う。

農学部では，その中間くらいで学位を与えら

れているものの，数からいうとバランスが取

れていてよいように思われるがどうであろう

か。

○九州大学の例から言えることは，学位授与

の数では農学部は医学部に次いで多い。特に

留学生についてはできるだけ学位を与えてや

うかたちの助手２というところを，その1人は

講師に振り替えるというようにしてはどうかと

いうものである。

最近の研究手段，研究用機器の進歩はめざま

しく，一方，発展途上国からの留学生も漸増し

ており，それに即応した大学院教育の実を挙げ

るにはマンツーマンの研究指導によらねばなら

ぬ場合が多い。これには助手の協力が必要であ

り，その職務に対応するため講師として指導の

責任を持たせようというものである。他方，博

士課程大学院を持つ農学関係大学での助手は,

多くが大学院修士課程修了以上で，博士の学位

をもつ者も多く，独立した研究者として,かつ

教育者としての能力も高い。また助手の年齢構

成からみても，助手の年齢が益々高齢化してお

り，このままの情況では将来のことを考えざる

を得ない。そこで助手の40歳前後のものを今後

は講師に振り替えていくという途を譜ずれば助

手問題も随分すっきりしていくのではなかろう

か。

また一方で助手については，関係官庁並びに

研究所等との人事交流をもっと活発にすべきで

あると思う。

③九州大学の農学研究科の実状について

これについて配付資料の表を基に，出願・入

学状況，就職状況等について説明があり,その

他検討中の課題について紹介があった。

`霞燕へ
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以上の説明があったのち次のような意見の交

換が行われた。

○農学部ではアンダーグラデュエイトのある

学科があって，そこで勉学した学生の多くは

やはり同じ学科名のグラデュエイトへ進むと

いうことになるのであろうか。

○それはそのとおりで殆どの学生が同じ講座

ＪＯ２
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ろうという方向で考えている。

○農学部の農場，演習林，水産試験場等の利

用の問題であるが，附属施設としてその大学

だけが利用するということではなく全国的な

規模としてもっと各大学が自由に共同利用機

関として利用できないものであろうか。

○この問題は，大学院の将来計画にも相当影

響する問題であるようにも思う。農場，演習

林，水産試験場といった農学部の附属施設の

共同利用の問題であるが，農学部の教育・研

究というのは総て生物の生育に関わる作業で

あり，またそれには季節性という問題が付随

しているので，共同利用ということには不向

きな点がある。特に林学の方の栽培というよ

うなことになってくると長い年月の観察とい

うようなことが必要になってくる。そうし

て，その附属施設の管理の面でも，やはり一

つの大学の職員が責任をもって管理しなけれ

ばならないというような問題もある。

このようなことから，農場，演習林，水産

試験場というような附属施設は大学に附属さ

せておいて当該大学の自由なカリキュラムに

よって自由に研究活動をさせるべきものであ

って，他からその独創性を損なうようなこと

をしてはならないと思う。

○助手の講師振替えの問題であるが，医学部

では既に以前から行われていることもあるか

ら，７大学で強く要望すれば実現不可能では

ないように思う。ただ，国大脇として，これ

を全大学に及ぼすという訳にはいかないであ

ろう。

農学関係の研究機構の整備ということに関

して政府や社会では第１次産業ということで

非常に冷淡である。しかし，発展途上国を含

めた国際的視野の中での日本の農学教育・研

究という観点からすれば，大学研究機構を整

備もしないで従来のまま放置してよいか問題

である。

それから，具体的な問題としては，最近農

芸化学の分野，あるいはアプライドサイエン

スや生命科学の分野等では特にクローズアッ

プされてきている問題があるので，理学部や

工学部，医学部等とも連帯して考えなければ

ならない問題が生じてきているように思う。

しかし，これについては日本は外国に比べ

てまだ自己分野の守備範囲である壁が厚く

て，他の分野と連帯して行動するという点に

欠けているところがあることは残念である。

先ずその壁を取り除くには，学内でできると

ころから教官の交流や学生の交換をもっと自

由に行うべきであろう。

○農学関係の問題は，年々留学生の交流も活

発になりつつあり，ただ単に国内だけの問題

としてではなく国際的レベルの問題として今

後は考えざるを得ない問題であるように思

う。特に食糧生産の問題等は，わが国の農業

ということだけでなく，発展途上国の農業と

いうことも考えて協力を惜しんではならない

問題であるように思う。

○大学院生の定員の問題についてであるが，

大学院の定員の充足率は約７割程度であると

いうことである。このような情勢で大学院の

定員については全国的にかなりの空きがある

ようである。ところが工学系等では最近非常

にドクターが社会から要求されているという

分野もあるので，この大学院の定員制につい

ては見直すべき時期にきているのではないか

という議論もある。

○大学院の定員制の問題は，将来の重要度と

か，あるいは国際交流という面とか，社会の

１０３
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の問題の協議に移った。

（２）エ学系関係の大学院における諸問題につ

いて

これについて，岸委員（東京工業大学教授）

より配付資料を基に次のように説明があった。

エ学系大学院の問題点について，若手研究者

の活性化ということも含めて，思いつくまま箇

条書きにしたのが配付の資料である。全部で１７

項目になっているが，最初の第１項では，エ学

系大学院の位置づけ，役割について，わが国は

工業立国を国是としており，それには国際競争

力に堪える人材の供給が必要であり，その役割

は現状では国立大学エ学系修士卒業生がほぼ担

っている，ということを述べた。

第２項から第５項までは，大学院で何をやる

かという点から，教育と研究に関する疑問点を

述べており，第６項から第10項までは学生に関

する問題を，第11項以下は主として教官に関す

る問題を取り上げている。

以上のような前置きののち，各項目について

詳細な説明があった。

ニーズというような問題をしっかり整理し

て，マスターとドクターをはっきり区別して

考える問題であると思う。ただ，現在のよう

なマスターの定員を１講座１名と固定してし

まうことには問題がある。これについては文

部省にも１講座１名という線は変えたいとい

う気持ちはあるのであろうが，予算上の関係

から自由にならないのであろうと思う。

大学院について思うことであるが，大学院

の形といったものなどには別に捉われる必要

はないのではないか。大学院のレベルダウン

を心配するのであれば，ミニマムのところさ

え守られておればそれでよいのではなかろう

か。そうして，そのあとは思い切った改善の

構想を打ち出してもよいと考えられる。

学位についても，その概念を博士課程を終

えたという証拠と考えた方が将来的には具合

がよいのではないかという気がする。

○研究生の問題であるが，例えば九州大学の

５５年に博士課程後期を卒業した42名のうち１３

名が研究生として残ったということである

が，この研究生には在籍の年限が課せられて

いるのであろうか。

○長く研究生でいる場合もあるかもしれな

い。

○大学院の問題を考える場合，確かに研究生

の問題は一つの大きな要素である。大学によ

っては相当数の研究生がいることと思うが，

その実態を一度調べてみる必要がある。私の

大学では先ず研究生として登録し正規の授業

料を支払い在籍というかたちを採っており，

年限については一年毎に更新ということに決

めている。

農学系大学の問題についておおむね以上のよ

うな意見の交換が行われ，ついで工学系大学院
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以上の説明についておおむね次のような意見

の交換があった。

○例えば工学部等で通信学科が主催して講演

会を主催したとしても，その講演会には機械

工学科等の学生は聴きに来ないというような

情況で，全くその交流のなさを感ずることが

あるが，このような原因は学問があまりにも

細分化してきた結果ではなかろうか。

○工学部の場合，例えばメーカー側に役立つ

ものであれば，企業は早速投資して立派な施

設や研究所を設置する。ところが役所仕事で

は，やっと予算を得て大学の中に施設や研究

所を造り上げたとしても，出来上った頃には

癩翰、

』



もうその施設なり研究所は陳腐化していても

のの用にたたぬといったスピードの問題があ

る。

それから，日本の科学技術行政は各省庁バ

ラバラで運営されており，相互の連絡がな

い。これは今後の科学技術の進歩という点か

らみて大いに反省すべき点ではなかろうか。

○通産白書には，こういくべきだというよう

なことが書かれているが，それにはどういう

人員が必要か，それをいかに養成するかとい

った人の問題の裏打ちがない。

○それは本来学術審議会の仕事であるべきで

ある。

○若手研究者の養成確保をどうしたらよいで

あろうか。

○優秀な者は企業の方に就職してなかなか大

学には残らない。しかし，世界的水準の研究

をしている研究室には残る。大学の研究水準

を高めることが重要である。

○現在，大学の工学部でも新設の大学では，

研究所を持たない大学も随分ある。しかし，

そのような大学にあっても研究的アクティピ

ティを上げる必要があると思う。そのため，

例えばテンポラリーに集まって研究に熱中さ

せるといった機関を作り，そこに１年なり２

年なり出向させて，また各大学に戻るといっ

たようなことをしてもよいのではないかと考

える。

○最近，流動的な客員講師を招いての講座が

ところどころで行われているようであるが，

ただこれらの中には講座名は違っていても，

同じ分野でダブっている場合もたまにはある

ようである。しかし，こうした流動性のある

客員講座が広く行われることも意義があるこ

とである。

⑩
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おおむね以上のような意見の交換があったの

ち，次回の予定を次のとおりとして閉会した。

ＣＯ

Ⅵ

次回３月12日（月）１３：00～１６：00

引続き各分野別の問題点についての説明と協

議を行う。理学系（金森)，商経系（種瀬)，法

学系（平野）

なお，その次に行う予定の文学系と教育学系

の説明者を京都大学と北海道大学に依頼すると

ともに，同説明者には次回の会議に出席し傍聴

して貰うことにした。

弘
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日時

場所

出席者

昭和59年３月12日（月）１３：００～１６：ＯＯ

国立大学協会会議室

平野会長

金子大学院問題特別委員会委員長

田中委員長

石田，種瀬，岸，金森，宮島，布施，藤沢各委員

､

大学院問題特別委員会小委員会

田中委員長主宰のもとに開会。

初めに委員長から，新たに委員に就任された

布施鉄治委員（北海道大学教授)，藤沢令夫委

員（京都大学教授）の紹介があったのち，次の

ように挨拶があった。

前回の委員会で，大学院の予算を学部と切り

離してはどうかという問題が問題になったが，

この問題についてはその後第６常置委員会の有

Ｊ“

刀
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以上で農学系大学院についての補足説明を終

わり，次の理学関係の大学院の問題の協議に移・

った゜

江委員長とも相談したところ明日（3.13）第

６常置委員会の大学財政小委員会を開催するの

で，その際この問題についても検討することに

したいということであったのでご報告する。

それから本日の議事の進め方であるが，最初

に前回の農学関係の残りの部分について宮島委

員から説明していただき，そののち理学関係に

ついて金森委員，経済学関係について種瀬委

員，法学関係について平野会長という順に，そ

れぞれ説明を伺ったうえで前回同様にご討議を

願うことにしたい。

以上のように述べられたのち，議事に入っ

た。

〔議事〕

３

2．理学系大学院の問題について

これについて金森委員から，配付資料「理学二

系大学院における諸問題」に基づき次のように

説明があった。

わが国での「理学」の研究・教育の根本問題了

は，「輸入学問」の域を脱してスケールの大き

い独創的な研究を育てることである。わが国で‐

は「理学」が医学・農学・工学等および技術の

基礎であることと，天文・気象・火山・地震等

の自然研究を担っていることは認識されている

が，それが人文科学と並んで文化を形成するも

のであることはあまり認識されていない。その

ため「役に立つ」かどうかが研究評価の基準に

なり勝ちで（逆に風が吹けば桶屋が儲かる式の

理屈で「役に立つ」ことを説明させられること

もある｡)，スケールの大きい研究を生む土壌形：

成が不十分である。

以上の前置きののち，次の事項について詳細

な説明があった。

①旧設大学院の現状について

②巨大科学・共同利用研究所等の問題につい

て

③学生の志向について

④外国人留学生・国際化について

⑤専門化と広い視野を両立させるための提案

について

⑥博士研究員（ＰＤＦ）・オーバードクター

・研究生について

⑦大学院大学について

⑧教官の年齢分布・職階について

以上の説明に関して次のように意見の交換が

つ

』』

深彌､）
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1．農学関係の大学院問題について

初めに宮島委員から，前回（2.13）配付の

資料のミスプリントについて訂正があったの

ち，本日の配付資料「九州大学における正規の

大学院生以外の学生の種類」「農学研究科入学．

進学及び就職状況調」を基に，その内容につい

て詳細な説明があった。

以上の説明に関して次のような意見の交換が

あった。

○学位に関することであるが，農学系では大

体何年くらいで学位が取れるのであろうか。

○農学系では学科によってその情況は異なっ

ていて，例えば農芸化学科とか食糧化学科あ

たりでは博士課程修了と同時に学位が授与さ

れるものが多いが，農学科，林学科，農政経

済学科などは学位取得に相当年数が掛かるよ

うである。

○大学院の留年の年限は，九州大学では何年

間残れることになっているのか。

○規則では３年間の留年を認めている。

ＪＯ５
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あった。

○配付資料の中にある大阪大学理学系研究科

の「専攻別・部局別委員数」の表に記されて

いる医学部からの生化学の委員（教授）は医

学部の医学研究科には所属していないのか。

○これは兼任というかたちを採っているの

で，理学部にも医学部にも所属しているとい

うかたちである。そこでこの委員は理学博士

も医学博士も両方審査をし学位が出せるとい

うことである。

○現在のままで進むと10年くらい後には物理

の教官が不足するという事態が起こるのでは

ないかというようなことを聞くが，そのよう

な事態が生ずることになるのであろうか.

○現在物理の教官の年齢層をみると40歳頃の

後半に大きなピークがあって,これがそのま

ま進んで，停年を過ぎる頃になると，物理教

官の欠乏が起きるのではないかということは

考えられる。

○附属の各研究所には,専攻種目というよう

なものができているのか．

○各研究所では，ゼミナールというかたちで

それぞれ専攻種目の名をつけて行っているよ

うである。

○大阪大学では，例えば大阪近辺の新制大学

卒業者が大学院にどのくらい入学しているの

であろうか。

○大阪大学では，大学院入学者の３分の１は

他大学卒業者である。

○既設大学院大学の博士課程への入学者の状

況はどの大学でもそれほど変ってはいないと

思うが，九州大学の農学関係では最近留学生

の大学院生が増えてきている。これは留学生

が修士までは新制大学でやるが，その先の博

士課程を九州大学でやりたいというのが増え

てきているためであろうと思う。

○ある大学の工学部の機械学科では，博士課

程へ進学した９名のうち日本人はたったの１

名であったということを聞くが，機械という

学問の分野は現在そのような情況にあるの

か。

○現在，そのような情況にあるのは機械学と

いう分野だけに限らず，エンジニアリング全

般にそのような傾向が現われているようであ

る。これは，企業からの人材の要求が非常に

強くて，修士卒で殆ど就職が決ってしまうと

いうことによるもののようである。企業側か

らすれば，大学工学部の博士課程というもの

にそれほど魅力があるというわけではなく,

むしろ研究条件の整った企業側の研究機関で

研究をさせる方が効果的であると考えている

からである。その結果として，大学の博士課

程にはあまり質の良い人材は残らないという

傾向にあるのではないか。ところが外国人の

留学生は，それとは異なりタイトルを取るの

が目的であるので，博士課程への進学者は増

す一方である。従って，このような傾向は工

学部全体にあるということが言える。

○ポスト・ドクトラル･フェローシップ（Ｐ

ＤＦ）については，理学部長会議などでは,

どのような意見であろうか。

○理学部長会議での具体的な意見としては，

１講座について１名くらいのＰＤＦをおいて

もよいのではないかということである｡ＰＤ

Ｆについては，大学の中には自分の大学から

採用しないで他大学から求めようという大学

もある。現在国立大学の講座数は４８０くらい

であるから，ＰＤＦとして採用するとしても

480人程度で済むことである。

○ＰＤＦとして採用しても，それらについて

ＪＯ７
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‘は身分的に不安定なものがあるように思う

が，その辺の点についてはどのように考えら

れるのか。

○ＰＤＦについては，なるべく政府の職員と

して雇用できるように希望している。

'○ＰＤＦを政府の職員とした場合，助手の定

員との関係はどのように考えればよいのか。

(○助手の定員との関係については，もう少し

ＰＤＦの性格というものについて検討し，は

っきりとさせなければ考えられないのではな

かろうか。

`○現在理学系では，独立大学院設置の志向は

強いのであろうか。

`○旧設の大学院大学では，大学院は学部と切

り離さないという考え方の方が強いように思

う。それから，新制大学の方では，連合大学

院という構想もあるようであるが，旧設大学

の理学系の方では連合学院の議論はあまりさ

れていない。

Mｏ現在理工系の方では，大学の中にある附置・

研究所のあり方について，これをどうすべき

かということが－つの問題として考えられて

いるのではなかろうか。

!○研究所の中には，研究所独自で大学院を設

けたいというような考えがあるようである。

しかし，これは下に学部を持たない大学院で

あるから，その辺の問題についてどう対処す

るかということが問題である。

以上のほか就職志向と研究者養成，オーバー

ドクターの問題等について若干論議が交され，

理学関係の問題についての協議を終わった。

づき，ＯＤ問題を中心に次の事項について詳細

な説明があり，社会科学系のＯＤは自然科学系

のそれと大分事'情が違うこと，ＯＤの数は55年

度をピークに減少しつつあること，これは就職

率がよくなる半面で入学者が減ってきたことに

由るものである，と結ばれた。

①ＯＤの推移について

②研究・教育職への就職状況について

③生活実態について

④研究教育実態について

⑥進路について

⑥ＯＤ問題に関する大学への要望事項につい

て

正
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以上の説明に関して次のような意見の交換が

あった。

○⑥の「ＯＤ問題に関する大学への要望事

項」の(8)に「研究成果発表機会の創出」とい

うことがあるが，この大学の機関誌への投稿

は院生の資格で提出できるのであろうか。

○院生個人の名前で掲載される。ただし選考

はある。なお，院生のための研究誌はこれと

は別にある。

○経済学の方では，修士課程における論文

と，博士課程における論文と，ＯＤになって

からの論文とでは，その質においてかなり程

度の違いが認められるか。

○それぞれの段階で出される論文では，その

内容において格段の違いが認められる。経済

学の方ではやはり年数を掛けなければ優秀な

論文は書けないように思う。

○論文と就職ということの間には，どのよう

な相関があるのか。

○就職するには，良い論文を少なくとも２～

３は書いていないと採用されない。就職の場

エ
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3．経済学関係の大学院問題について

これについて種瀬委員よ，，配付資料「本学

におけるＯＤの実態に関する調査報告書｣に基
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合殆ど論文審査で決まるといってよい。学内

採用の場合も同様である。特別研究員として

残って，あと１年研究を続けると非常に良い

論文が書けるようになる。従って，特別研究

員４名のうち，必ず翌年には２～３名のもの

が就職するといった情況にある。このような

ことを見ると，この特別研究員の枠をもっと

拡大したいのであるが，実際の枠は現在４名

である。

次に院生の生活の実態であるが，調査結果

によると，ドクターコースで結婚する学生が

．多い。そうして自分でもアルバイトをやり，

奥さんもアルバイトをやって，就職まで頑張

っているといった状態がみられる。

それから就職の場合，私の大学ではドクタ

ーコースの単位を全部修得したうえで，更に

ドクター修得論文を出すということになって

いる。

○その修得論文に対して学位を出しているの

か。

○経済学の方では，学位という観念が違って

いて，昔からの伝統の学位の観念があり,博

士課程修了程度の論文では学位の対象とはな

り得ない。

○先程説明があった特別研究員のことである

が，これは助手の定員の問題とも絡むように

思われるが，その辺はどのようなことになる

のであろうか。

○私の大学の経済学の方では，助手のポスト

が20名であるが，そのうち４名を特別研究員

として扱っている。

○特別研究員になるには，何か制約でもある

のか。

○特別研究員にアプライする場合，ドクター

ーース３年終了者または前年度修了者という

ことになっていて，ドクターーース終了後２．

年間の者という規約が設けられている。なお：

特別研究員になるためには論文審査を受けな

ければならない。

○大学院へ他大学から入学するものの割合は

どれくらいであろうか。

○修士課程では，入学者の半数くらいは他大：

学からの入学者であるが，博士課程では他大

学からの入学者は殆どいないといってよい。

しかし，外国人留学生は相当数いる。

科

Ｖ

１
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ｲ鍼愚、

おおむね以上のような意見の交換があって緩

済学関係の問題についての協議を終わった。

4．法学関係の大学院問題について
､

これについて平野会長より配付資料を基に概

ね次のように説明があった。

法学関係の大学院の状況についてご説明ナ

る゜

配付の資料は，修士課程については48年度～

50年度入学者，博士課程については50年度～52.

年度入・進学者について，その入学，修了（退

学)，就職等の状況を示したものである。

東大の法学政治学研究科の修士課程の定員は

110人であるが，入学者は各年６～12人程度で

極めて少数である。そして，この修士課程入学：

者は博士課程に進学する者が大部分であり，修

士課程修了で就職する者は少ない。この就職者

の就職先は主として司法研修所である。

博士課程については修了者と退学老とがあ

り，修了者とは在学年限内に論文を提出して博：

士号を取得した者であるが，これは非常に少数ミ

である。これらの修了者・退学者の就職先をみ‐

ると，その大部分は教職関係であり，就職後さ

らに研究を続け，課程外の論文博士を取るケー

JOg

可

弓

。
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D，大学院を修了したものから助手を採用す

ることになった。助手に採用されるものは殆

ど将来同学部の助教授にするという見込みの

ものである。

○法学部の助手の任期は大体３年間というこ

とのようであるが，この年限は厳格に守られ

るのか。

○この３年間という年限については厳格に守

られている。

○３年という任期を固定するのは違法なので

はないか。

○これは昔からの伝統で問題が生じたことば

ない。東京大学では他の学部でも任期のある

助手と任期なしの助手という二種類の助手を

採用している学部もある。

○大学院の整備拡充ということが言われてお

り，それがいろいろなかたちで進められてい

るが，法学部は固有の事情で学部教育を重点

にしているようだが，法学部の教官として

は，その点についてどのように考えられるの

か。

○法学部の優秀な学生は学部卒業後直ぐ､に有

利なポストに就職できるので，大学院５年間

不安定な状態におくのは長すぎると思う。

○大学院の年限は学問分野によって非常に違

うということは誰しも感ずるところであり，

大学院の年限を５年と固定せず，学問の分野

によってある程度の弾力性をもたせてもよい

のではないかと思う。

○工科系では修士課程で殆ど就職してしまう

という情況であるから，大学院は２年間でよ

いのではないかという気もする。ところが文

科系の方では，今の年限でもまだ短いとする

罵ぎえがあるようである。このように大学院の

年限については一律にはいかないようであ

スが多い。

ところが最近，その就職が難しくなり，その

今ため,いわゆるＯＤ（課程を終えて，学位もな

く，就職もしてない者）が増加する傾向にあ

る。

なお，助手に採用された場合の任期は３年

で，任期満了後は殆ど教職についている。

以上は東大の場合の例であるが，九州大学に

お願いして出していただいた資料によるとこの

･場合も大体似た傾向がみられる。ただ九州大学

の場合には，博士課程退学者の就職先は，教職

関係以外の「その他」の職種の方が多くなって

いる点が異なっている。

以上は法学関係の状況であるが，東大全体に

ついてみると，ＯＤは理学系に多く，工学系，

薬学系は少数である。法学政治学以外の他の文

科系では在学年限内に学位を取る者は殆どない

が’就職してから年季を入れて論文博士を取る

といったケースが多い。

なお，特に理学系では大学院の優秀な者は会

社等に就職するので,大学の研究後継者の養成，

確保のため，大学院に研究生を置くようにする

ことも考慮すべきであろう。

●１

」
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〆罵驫、

'9蝿間、

以上の説明に関して次のような意見の交換が

あった。

○東京大学の法学部の場合，助手の採用につ

いては学生の中から優秀なものを選んで助手

にするのか。

○そのとおりで，現在の助教授は殆ど全部と

いってよいほど助手から昇進したものであ

る。

経済学部の方は少し事情が違い，大学紛争

以降助手と大学院生の格差問題が起こって学

部卒からは助手は採用しないということにな

〃０
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る゜ 問題についてそれぞれ説明をしていただき意見

を交わしたいと思う｡

このように各論についての検討が終わったと

ころで，これをどのようにまとめるかについて

ご相談したいと思う。

刃

おおむね以上のような意見の交換があったの

ち，委員長より次回の議事の進め方について次

のように述べられた。

次回は藤沢委員に文学系の問題について，布

施委員には教育学系の問題について，また金子

委員長には新制度の総合大学院，連合大学院の

▼

可』

以上をもって本日の議事を終了した。

次回４月27日（金）１３：００～１６：00

｡F､

ｨ驫顯、
日時

場所

出席者

昭和59年４月27日（金）１３：00～１６８３０

学士会分館３号室

金子大学院問題特別委員会委員長
田中小委員長

石田，種瀬，下沢，森，金森，宮島各委員

(説明者）布施鉄治北海道大学教育学部教授
藤沢令夫京都大学文学部教授

大学院問題特別委員会小委員会

可

田中小委員会委員長主宰のもとに開会。

初めに田中小委員長より次のように報告があ

った。

昨日親委員会が開催され，金子委員長より小

委員会の今までの審議内容について報告を求め

られたので，私から報告を行った。また，先般

開催の小委員会で提案のあった大学院予算のあ

り方の問題は，第６常置委員会に検討を依頼し

た結果，第６常置の大学財政小委員会で審議さ

’れることとなった。

〔議事〕

案のあった研究生・専修生の実態調査について

は，他の項目も併せて調査したらと考え，その

素案を用意したので，後刻，ご意見を伺いた

い。そして，最後に，本日までの検討結果を踏

まえ，今後，これをどう取りまとめるかについ

てご協議ねがいたい。

ついで，藤沢教授より，配付資料「文学研究

科の現状と問題点」に基づき’おおむね次のよ

うな説明があった。

①文学研究科の一般的状況

一般に，大学院問題を検討する際，理工系大

学院が話題の中心となり,文学研究科は忘れら

れた存在になっているように感じられる。文学

研究科の学問は，いわゆる虚学的性格を有し，

直接社会に貢献するという形にはなりにくい｡

このことに関して私は，前回（3.2）の配付資

料「大学院問題所感」の中で次のように述べ
た｡

「科学技術の先端的な開発が産業社会の機構

Ｊ〃

９

ＴＩ

叩

'鰄斡

ヰ

ろ

。「旧設大学院」の改善について

初めに田中小委員長より次のように述べられ

た。

本日は，藤沢教授と布施教授から，それぞれ

文学研究科と教育学研究科の問題を，また金子

委員長より新制大学院の問題を説明ねがい，そ

れに関して意見交換を行いたい。また，前回提

可

寸
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織を持つことを明記しているが，実際には完全

に学部に依存している形になっている，等の諸

要因が働いて，先に述ぺたような状況になる。

これは，望ましい状態でないし，また，大学院

教育，特に博士課程の教育を考えた場合，本質

的な問題を内包しているといえる。

③教官の負担過重について

上記のこととも関連して，学部の専門課程か

ら大学院博士課程に至る７年間に１人の教官が

多数の学生を指導することになり，負担過重を

強いられる。これは，ひとつには，先程も説明

した「専攻数が多く，専攻を構成する講座の数

が少ない」ことが影響している。例えば，専攻

を構成する講座の数が多い場合，学部教育の講

義を統合し持ち回りで担当する等の対策も講じ

られるが，講座数が少ないとそれが不可能であ

る。また，前項のカリキュラムの場合と同様

に，大学院が教員組織等学部に依存しているた

め，従って当然教官数も少なくなるということ

も，要因のひとつであろう。

このような状況は，教官の実感として，授業

に追われて自分の研究の充電の時間とエネルギ

ーが失われる等一種の危機感をもって受け止め

られている。これも，最初に説明した一般的状

況の波及効果のひとつでもある。

④専攻の数が多く，専攻を構成する講座の

数が少ないこと

１専攻当りの平均講座数を見ると，文学研究

科は2.4で，他が全て5.5以上あるのに対し，際

立って低い。これはある大学の例だが，他大学

の場合も同様である。これは，文学研究科の学

問の性格ということと関連していて，その専攻

分野が，伝統的に非常に細分化された形で確立

されていて，それぞれ独立した専攻になってい

ることによるものである。

の中に組み込まれ，それが経済成長という至上

命令の政策により，益々進行して，これがひと

つの深い轍のように，時代と社会の中に取り込

まれ，大学院もそれに適合する部分だけが研究

の存続とそのための有利な条件が保証されると

いうことが起こりがちであるが，文科系学問と

理科系学問の調和のとれた発展の必要性という

ことから考えて，そういう方向に事態が進行す

るのは必ずしも望ましい状況ではない」と。

そういった意味では，文学研究科は実際の予

算・定員等の措置において日の当らない場所で

ある。その参考として，新制度の発足以来，文

学研究科の専攻・講座増がどれくらいあったか

を，２研究科を例にしてみた。１つは，３専攻

・１９講座増となっているが，これは７大学のう

ち例外的に多いもので斫他の１つは,ユ専攻。

４講座増で，これが平均的数値である。この数

値は理工系の場合と比較して極めて低い。

②カリキュラムについて

文学研究科は，その特色として，授業科目の

多くを学部と共通のものとせざるを得ず汀研究

科独自のカリキュラムを組むことが困難な状況

にある。ある研究科を例にとると，授業の総数

250ある中で，講義については学部と共通のも

のが125あるのに対し，大学院のみを対象とし

たものは８講義だけであるし，また，演習はそ

れより比率は高くなっているが，それでも学部

の半分強という状況である。結局，250の授業

のうち，大学院プロパーのものは46しかなく，

学部と大学院の学生が共通にきく授業が204と

いう数である。

この原因は，専攻の数が多く，専攻を構成す

る講座の数が少ないこと，また教官数が少ない

こと，それと，他の研究科にもいえるが，大学

院設置基準では大学院独自の教官組織．事務組
ＩＪ２
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⑤非常勤講師の数が非常に多いこと

他大学も同様の傾向であるが，ある文学研究

科の今年度の授業及び研究指導担当教官を見る

と，所属学部の教官63名に対し，学内の他部局

教官99名，学外非常勤１１４名等となっている。

文学研究科が他の研究科と比べ非常勤講師の数

が非常に多いのは，学生の研究テーマの非常な

多様性に応じなければならないという必要に由

来することではあるが，直接責任を負うことの

ない非常勤講師に学生の研究指導の多くを委ね

ることには，大きな問題と不便とがある。多数

の学生を擁する専攻には，少なくとも２，３名

の専任助教授もしくは専任講師が配置されるべ

きという強い要望がある。

⑥進学状況について

ある文学研究科を例にとると，修士課程の定

員充足率は，ほぼ定員に近い学生が入学してお

り，博士課程も同じ傾向である。この研究科の

場合，他大学の卒業生に対し修士課程入学の門

戸を開いており（入学試験を課す)，そのため

志願者が多くなって狭き門となっているが，毎

年当該学部の卒業生の入学者が大半を占めてい

る。これは，当該学部学生が入学当時より大学

院に進むことを希望していることにもよると思

う。また，修士課程修了者73名中，博士課程へ

の進学者は50名で，例えばエ学研究科の12％等

と比較すると，かなり高くなっている。この博

士課程進学者のうちの内部進学者は，５５名中５０

名であり，これは大学院５年一貫の教育を重点

にしていることとも関連するし，また先程も説

明したように，大学入学当初よりほぼ全員が大

学院への進学を志向している尋によるものと思

う。

⑦就職状況について

修士修了をもって就職する者は少数である。

昭和50年度入学者のうち，文学研究科（哲学系

・史学系・文学系に分かれる）の哲学系専攻の

学生について見ると，大半の79％は博士課程に

進学しており，官庁，大学（４年制）に就職し

た者は各５％である。また，同様な方法で博士

課程を見ると，大学にポストを得ている者３５

％，短大・高等学校10％等となっている。な

お，この大学の場合，研修員制度があり，「そ

の他」の者の大半は，この制度の適用をうけて

いる。

⑧課程博士の学位授与状況について

文学研究科の学位授与についていろいろ批判

をうけているが，仲々教官の意識をかえること

は困難であるとともに，学問の性格上歴史的な

研究の積み重ねが要求され，論文も大部のもの

にならざるを得ない等の諸要因により，規定の

年限の課程修了で学位取得が困難で，その授与

数も少なくなっている。

７大学の大学別・研究科別博士学位授与数

（昭和50～52年度の年当たり平均）を見ると，

７大学を平均すると，課程博士２％で，理工系

と比較すると著しく低い。参考までに述べる

と，私のところの現在までの授与数は18であ

る。その内訳は心理学８名，社会学４名，国史

５名で，それ以外は調査・実験等がウエートを

占める学問分野である。また，年代的に見る

と，昭和37～40年までに12名出しているが，そ

の後，昭和41～50年までに４名，あと今日まで

２名と，段々少なくなっている。

以上の藷項目のほか「大学院講座」について

説明があり，文学研究科の況状報告を終わっ

た。
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以上の説明に関し次のような意見の交換が行

われた。
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研究を行うことはできないのであろうか。自

然科学の場合は分野が異なっても共同研究す

る場合があるが，文学の場合は一国一城とい

うことになるのか。

○一国一城の意識が強いのは否定出来ない。

広い意味での共通の問題意識はあるが，英文

学と独文学では，ゲーテとかシェークスピア

等，研究対象が個別的になってしまい，直

接，共同研究を行うことは困難である。

○若手研究者の確保のため，特に方法を講じ

られているか。

○特にない。

○助手の任期制を導入しているか。

○私のところは，申し合せで任期２年となっ

ているが，教授会の決定により，半年単位で

延長を認めており，通常３年までいる。な

お，大体５年もいると，どこかに就職が決定

する。ただ，ポスト・ドクトラルの保証の制

度がないため，研究意欲を失わせている面も

あり，ひとつの問題であると考えている。

○当小委員会の初回の会議で，①文学・芸術

・社会科学系の大学院のキャパシティーが日

本では少なすぎる，②日本の学位の基準を国

際的観点から見直す必要がある，③日本は欧

米に比べ，年限を終了してもパートタイムで

、大学に残り研究をまとめるという傾向があ

るので，日本の学位制度はもう少し弾力化す

べきであるという指摘があったが，これらの

点は文学研究科にあっても検討すべき課題で

あろう。

以上をもって文学研究科の問題についての討

議を終わり，続いて布施教授より，教育学研究

科の問題に関して，「旧設大学院・教育学部の

現状と改革の志向性」等の配付資料に基づき，

おおむね次のような説明があった。

○文学研究科でも，修士課程の間に単位取得

を終了し，後期課程は研究が主体となるので

あろうか。

○単位は修士課程で取得させ，後期は研究指

導ということになっている。

○文学研究科の専攻数が多いというのは，仕

方ないのであろうか。

○仕方ない。また，括って少なくしろといわ

れても，実際に不可能である。

○博士課程を修了して博士号を取得しない者

は大学に残ることになるのであろうか。その

ような状態で自分の専攻の研究を進めてゆけ

るのであろうか。

○多くの場合，いわゆる「中退」と称してい

るが，実際には修了でないわけで，その形の

まま就職の決まった者は就職するし，決まら

ない者は浪人する。

○その場合の就職は，自分の学んだ学問と結

びついたところに就職するのか。

○それは専攻によって異なる。例えば，ギリ

シャ哲学専攻の場合，その講座を極く大学が

少ないため，哲学・倫理一般を教えるところ

に就職するケースが多い。しかし，英文学・

社会学などは自分の学問を続けられるところ

に就職するケースが多い。

○仮に不本意なところに就職しても，長い年

月をかけ研究を継続し優れた論文を作成し学

位を取得する人もいる。

○私どもも，そういうふうに学生を指導して

いる。なお，先程説明した私の大学の文学研

究科の学位授与数は課程博士の方であって，

論文博士は相当数出している。

○文学研究科は専攻数が多く講座数が少ない

とのことだが，例えば，英文学と独文学専攻

の教官が，ひとつの研究グループを設け共同
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①旧設大学院教育学研究科の諸特質

旧設大学院の教育学研究科は，戦後創設され

た少数講座に基礎をおく研究科で，教員養成を

目的としていない。

まず，実験講座．非実験講座の割合（昭和５９

年３月現在）は，実験73.5％，非実験26.5％

（８大学の平均）で，文科系の中で実験講座の

多いのは教育学部だけである。しかし，本日配

付の８大学教育学部長会議の「要望書」の中に

もあるように，理工系と同じ内容の研究を行っ

ているにもかかわらず，その実験講座は低い基

準で積算されているので，理工系と同一基準の

適用を要望している。また，同じ実験講座で

も，文科系と理科系では建物基準面積も異な

り，文科系は低く抑えられているので，その点

の改善も要望している。

②教育学研究科の教育と開放性

修士・博士在学学生と留年・研究生の割合を

みると（この数値は，今回の報告に際し，８大

学に調査を依頼して取りまとめた。以下同様)，

修士課程では在籍者304名に対し，留年・研究

生56名で２割弱おり，博士課程では２９０名に対

し92名で３割強いる。これを見ても，多くの者

が大学院に残っていることがわかり，ＯＤと留

年は大きな問題となっている。

次に，修士・博士課程における定員充足率・

合格率・開放性（昭和50～59年の累計）につい

てみると，定員充足率の平均は，修士約７割

（各研究科により相当バラツキがある）で，博

士はそれより高く９割を越えている。また応募

者に対する合格率は，修士35.4％であるのに対

し，博士はその２倍以上の合格率（77.4％）と

なっている。また，博士課程への入学者は，当

該大学の修士修了者の進学率が高く，他大学の

それは低くなっており，修士と博士は連続して

いるという実状が窺われる。

③過去５年間の大学院卒業者の動向

修士修了者の多くは博士課程へ進学し，就職

者は少数である（昭和53～57年度入学者のう

ち，約63％が博士に進学，就職は約13％)。な

お，その就職先も，研究・教育職が多い。また

博士修了者（昭和55年３月～59年３月）の就職

先は，大学67％，研究所９％，教育職（高等学

校等）１５％で，あとは非研究・教育職である

（留年・研究生，その他不明の者は除く）。

④これまでの課程博士の学位認定と今後の

志向性

学位（博士）認定の昭和54年までの実績は，

合計108（２研究科における論文博士31名を含

む）で，これは各研究科によりバラツキが激し

い。これを，専攻分野別に見ると，心理と教育

がほぼ同数で多く，ついで社会，保健体育の順

になっており，教育プロパーのものは全体の３

分の１強である。また，昭和55年以降の認定は

28である。なお，今後の方向として，学位取得

者の増加を図りたいとするもの６研究科，現状

でよいというもの２研究科である。

その他，大学院定員，博士号取得までの年限

について意見を伺ったところ，前者については

８大学のうち５大学は現状でよいという回答で

あり，また後者については５大学は短縮しても

よい，３大学は現状どおり，という意向であっ

た。

⑤大学院の改善・充実の方向

大学院担当教官の年齢構成は，全体的に見る

と50歳以上が50％強を占めており，各研究科に

よりバラツキはあるものの，若年層の少ないこ

とを問題点として指摘できる。

次に，大学院の改善・充実の方向だが，各研

究科の回答（５つ選択）では，大学院研究費の
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蚕

○博士課程進学老中に占める学位取得者の割

合はどのくらいか。

○昭和52～56年の間の入学者５４５名中，２８名

であるので，約５％である。

○そうすると，将来博士号取得の年限を短縮

してもよい，という回答結果と矛盾している

ように思うがどうであろうか。

○おそらく，今までの博士号のあり方をかえ

る，ということを念頭においてのことと思

う。

○大学院修了者が大学に就職するという場

合，教育学部の教官になるのか。

○教育学研究科は，先程も説明したように，

教育学，心理学，歴史等に専攻が分れている

ので，教育学部に就職する者のほか，文学部

等教育学部以外に就職する者もいる。教育学

部は教育学者だけの集まりでなく，医者等も

含め種々の専門の人により構成されている。

○教育学研究科も，他の研究科と同様，修士

課程２年を修了すると，修士の学位を出して

いるのか。

○そうである。ただし，修士論文を作成しな

かった者は留年である。

○ほとんどの者は，２年修了で論文を書くの

であろうか。

○教育学研究科は大体そうである。しかし，

文学研究科の場合，修士修了の段階では論文

を書かず，３～４年で書くというのが普通の

ようである。

○文学部等の場合，生涯教育というか，学部

を卒業後社会に出た者が，あらためて大学院

に入学するケースも生まれている。その場

合，既存の５年間の大学院コースに入れるの

でなく，別に２年間で終る修士課程を設置し

たらどうか，という考え方も生まれつつあ

増，教官組織の拡充，実験・調査室など研究空

間の増，校費の流動的運用，の順に希望が多か

った。

また，大学院の改善・充実の方向として，学

部教育との一貫性，研究面で学部（講座）に基

礎を置くあり方，の２つについて意見を伺っ

た。これについては両者とも，「現状のままで

よい」とする意見と，「別組織を考える」とす

る意見に分かれた。しかし，「どちらともいえ

ない」と回答した研究科の意見として，後の設

問に関して，講座と附置研究施設とあいまって

研究をすすめることが望ましい，という見解が

示されており，これは尊重すべき意見である。

また,修士課程と博士課程の一貫性については，

８研究科中６研究科が一貫性が望ましい，２研

究科が修士がふえてもよいという回答であっ

た。しかし，両者の意見の内容をみると，修士

と博士の一貫教育が望ましいというのが基本で

あるが，具体的な意見の中には，修士課程は教

員養成研修を中心とすべきである，あるいは修

士卒で専門的技能をいかす途も考えられてよ

い，とする指摘があった。

以上の諸項目のほか「院生の経済生活」「院

生１名当りの研究室空間」「ＯＤに伴う問題点

及びその打開策」「既設大学院制度改革に必要

なこと｣等に関して,アンケート回答に基づき説

明があり,教育学研究科の状況報告を終わった。
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以上の説明に関して，概ね次のような意見の

交換があった。

○修士修了者のうち，博士課程進学者及び就

職者の割合は，それぞれ63％，１３％となって

いるが，あとの残りは留年か。

○外国人で帰国した者等もいるが，大部分は

留年であろう。
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る。ところで教育学部では，より資質能力の

高い教育を養成することについて，どのよう

に考えているか。

○私の大学でも，中等学校教員になる者は文

学部と理学部の学生が多いわけだが，仮に免

許法が改定されると，教職科目の大幅な単位

増がなされることになり，学部での専門科目

の単位取得との関連で，一層免許状取得が困

難になることが予測され，大きな問題となっ
ている。

なお，現在，兵庫教育大学等で，その資質

能力向上を図るため現職者の大学院受入れに

ついて措置がなされている。

この総合大学院設置については，厳しい行財

政事情の下で，定員増等の予算措置が困難なこ

とは承知しているが，これらの実現に向けて大

学側が種々の面から自己努力を行うとともに，

行政側も，後継者養成とか社会的・国際的需要

等の観点から，必要な分野は拡充すべきである

と思う。また，日本の大学では，講座増と入学

定員増が結びついているが，社会の需要の変

動，学問の進歩に対処するために，定員の変

更，講座増設等弾力的に対処できるように措置
されることが望ましいと考える。

新制大学院の拡充と旧設大学院の改善充実の

両方を進展させないと，日本の学術，文化の進

歩もないし，その責務を果せないと考える。

以上の説明に関して若干意見交換のあったの

ち,小委員長より今後の進め方について次のよ

うな提言があった。

本日まで５回にわたって小委員会を開催し，

総論的・各論的に旧設大学院の問題を検討して

きた。そこで，今後，これらの検討を踏まえて

報告書の取りまとめ作業に入るわけだが，その

前提として旧設大学院の現状把握のための最小

限のアンケートが必要ではないかと考え，素案

を用意してきた。また，報告書の取りまとめに

際しては，その項目の柱の立て方や各項目の執

筆分担等を取り決める要があるので，一応その

叩き台となるものを作ってみたので，これらに

ついてご協議をお願いしたい。

これについて協議の結果，次回までに，小委

員長の素案をそれぞれ検討のうえ，その意見を

持ち寄って次回の委員会でこれを取りまとめる

ことになった。

Ⅲ

包り
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｡」

０

以上のような意見交換ののち金子委員長よ

，，新制大学院の問題に関して，おおむね次の

ように述べられた。

本日は，連合大学院と総合大学院について,

その進展状況等の概要を説明したい。まず，農

水産系連合大学院は，昭和50年に調査費がつ

き，昭和53年に創設準備室が開設されて以来，

その組織・内容や運営方法等について構想を練

ってきたが，文部省との間で具体的に詰めてい

く過程で種々問題が生じてきた。しかし，その

後さらに検討が加えられ，問題点も関係者の努

力で解決され，現在は全国を５ブロックに分

け，それぞれ基幹大学を決め（サテライト方

式)，そこが中心となって準備を進めていると

聞いている。

いま一つの総合大学院については，現在いく

つかの大学で，既設の学部組織とは独立した総

合性・学際性･地域性等を柱とし，各大学の特

性・環境等に即した総合大学院の設置計画が進

められており，これによって，社会の需要に応

える多様な人材の養成を図ろうとしている。
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次回６月15日（金）１０：１０～１３：0０

JJ7



ン

会合諾

昭和59年１月～４月
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教員養成制度特別委員会小委員会

大学のあり方の検討小委員会

文部省との懇談会

第３常置委員会

入試問題についての文部大臣との懇談会

大学院問題特別委員会小委員会

教員養成制度特別委員会小委員会

教員養成制度特別委員会

入試改善特別委員会・

入試問題についての総理との懇談会

就職問題懇談会

（火）１０：００

（金）１０：００

（火）１２：００

１３：３０

（水）１１８３０

（木）１０：００

（金）１０：00

１４：００

（木）１４：００

（金）１０：３０

（月）１１：00

１月10日

１月13日

１月17日

１月18日

１月19日

１月20日

〆霞、

１月26日

１月27日

１月30日

⑯＄

教員養成制度特別委員会小委員会

教養課程に関する特別委員会打合せ会

第２常置委員会打合せ会

大学のあり方の検討小委員会

大学院問題特別委員会小委員会

第５常置委員会

第１常置委員会

文部省との懇談会

理事会

第６常置委員会

第２常置委員会

２月７日（火）10800

１３８００

14800

２月10日（金）１３：３０

２月13日（月）１３：００

２月20日（月）１３：３０

１４：００

２月22日（水）１１８００

１３：３０

２月23日（木）１３８３０

２月25日（土）10：00

-Ｊ

殿鰯!、

３月１日（木）１４：００入試改善特別委員会
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３月２日

３月７日

３月８日

（金）１０：３０

（水）１３：00

（木）１０：３０

１３：３０

（月）１３：００

（火）１４：0０

１４：00

（水）１３８００

１３：３０

（水）１３：00

１４：００

（木）１３：３０

医学部定員問題についての懇談

日教組大学部との会見

給与問題小委員会

大学のあり方の検討小委員会

大学院問題特別委員会小委員会

第２常置委員会打合せ会

大学財政小委員会

教養課程に関する特別委員会打合せ

入試改善特別委員会小委員会

就職協定遵守委員会

医学教育に関する特別委員会

日教組大学部との会見

●⑩

￣わ

３月12日

３月13日
(…

３月21日

３月28日
□

３月29日
｡」

４月５日（木）１０：３０入試改善特別委員会小委員会

１４：００入試改善特別委員会

４月11日（水）１３８３０教養課程に関する特別委員会小委員会

４月12日（木）１３：３０大学のあり方の検討小委員会

４月20日（金）14800第１常置委員会

４月26日（木）１０：３０大学院問題特別委員会

１５：00日教組大学部との会見

４月27日（金）１０８３０給与問題小委員会

１３：００大学院問題特別委員会小委員会

４月28日（土）10800入試改善特別委員会小委員会
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予算・決算
刃

昭和58年度国立大学協会歳入．歳出決算ａ

昭和59年５月16日理事会

昭和59年６月第74回総会
泊

差引額|粛算流用|露;i霜-Ｆ諭

蕊
決算額

円
131,621,829

127,576,000
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350 000 350.349

/1,露、 事務局職員の通勤費その
他

光熱水料その他
事務局職員の社会保険
(健康，厚生年金)の事業
主負担金

２．２００ 000 2.469.230

2.200 ０００ 3.693.403 △1.493 ６，

１５３，3．３００ 000 3.146.943 153

2．０００ 000 2.000.000

予備費

翌年度繰越額

3,920 000 3.920 ３，９２０， 000

14,085,000

監査結果

昭和58年度国立大学協会歳入．歳出決算およびこれに関連する諸'艫簿,証憩書ならびに銀行預金について監査
しましたところ，適正でありましたのでご報告いたします○

昭和59年５月11日

藍事筑波大学学長福田信之

監事東京水産大学学長天野慶之

＄
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;財産目録一 ３

昭和59年３月31日現在

国立大学協会
‘

29,279,163円

14,085)000円

14,085,000円

3,638,569円

8,773,024円

1,673,407円

0

8,390,048円

890,048円

7,500,000円

101,540円

50,000円

40,500円

11,040円

6,702,575円

6,702,575円

資産総額

Ｌ運用財産

（１）普通預金

｜蔓讓鯏ii縮
（２）定期預金

２．退職給与積立金

（１）普通預金（第一勧業銀行本郷支店）

（２）定期預金（〃〃）

３．図書

現行日本法規一式

文部法令総覧一式

文部省会計令規一式

４．備品

机，椅子，書庫，電子リコピー，ワープロ等223点
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昭和59年度国立大学協会歳入．歳出予算（案）埒

昭和59年５月16日理事会

昭和59年６月第74回総会心

目｜予算額|前年度予算額|薑引増減科 摘 要

劃HllEFlF
歳入の部

会費

預金利子

雑収入

前年度繰越金

』

＝。

/11,頚、
、’ 歳出の部

１．事業費

（１）総会費

(2)役負会賀

(3)委負会賀

(4)会報発行費

（５）調査研究費

（６）会議旅賛

（７）図書・資料頒布費

（８）通信費

(9)特別事業積立金

142,250

LIlLJ iｉ

11,080

4,050

,1.1
総会，事務連絡会議各２回の会場費その
他諸経費

理事会・幹事会経費

常置委員会・特別委員会等会場費その他
諸経費
会報年４回発行
印刷製本・謝金・送料等

鑿錨艤掛常麿委員会･椿，U委員会

。

、
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2．事務費

(1)諾給与

（２）術品費

（３）借用料

（４）消耗品賛

（５）旅費・交通費

(6)庁用諸賢
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(8)退職給与引当金 i｢iｌ

58,150

47,000
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要望書及び資料 ’

｢国家公務員定員管理」についての要望書

昭和59年３月８日

文部大臣

森喜朗殿

国立大学協会会長

平野龍-

政府は臨時行政調査会の最終答申後における行政改革の具体化方策（昭和58年５月24日閣議決

定）の中で「技能・労務職員等が携わっている事務・事業については，民間委託等の合理化措置

を積極的に識ずることとし，これら職員の採用は公務遂行上真に必要な場合を除き，昭和59年度

以降行わないものとする」ことを決定したが，国立大学においては，６次にわたる定員削減への

対応等のため，既に可能な限りの民間委託等の合理化を進めているところであり，この決定がわ

が国の行政改革と財政再建のもとにおける止むを得ざる措置であるとは言え，これによって大学

教官の教育・研究に過重な負担を与え，ひいては大学の使命である学術研究の発展と高等教育の

充実に停滞を生ずる恐れがあることを懸念する。

そもそも，国立大学における技能・労務職員の多くは，大学の教育・研究を円滑に遂行するた

めの職員であり，教育・研究に密接に関係した複雑かつ多様な業務に従事している。従って，他

省庁と異なりこれらの職種には長期の訓練と経験を必要とし，民間委託にはなじまないものが多

い。

このような理由から，国立大学における教育・研究業務の遂行と切り離すことのできない職務

に携わる技能・労務職員に関しては，「公務遂行上真に必要な場合」として取扱われるよう強く

要望する。

'蕊、，

●’

疑慰，

ｆ

昭和59年度大学卒業予定者のための就職事務開始時期等について(通知）

心

昭和59年３月19日

各国立大学長殿

国立大学協会会長

平野龍一

昭和59年度大学及び高等専門学校卒業予定者の採用選考開始時期等については，既に文部省大

学局長からの通知（昭和59年３月１日付文大生第107号）によりご承知のように，本年１月30日

開催の大学及び高等専門学校関係11団体による「就職問題懇談会」において協議の結果，昭和５４

年11月24日に行われた申合せ（別紙１）により就職事務を行うことが，また企業と大学・高等専

廻字

jＰ
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F門学校の間の求人・求職事務については昨年同様「別紙２」により措置することが決定されまし

た。それと共に今般新たに，〔10月１日以前の企業研究のための「ＯＢ訪問」等の取扱い〕につ

いても，「別紙３」のとおり決定されました。

上記の決定にあたっては，各大学・高等専門学校団体間で，過去の経緯，現在の実情等につい

て慎重な検討を行い，また本協会においてもその経過をふまえ，第３常置委員会ならびに理事会

において審議のうえ取り決めた次第でありますので，ご了承の程お願いいたします。

一方，企業側においても，大学側との緊密な連携の下に，中央雇用対策協議会(労働省を除く）

において，大学等卒業予定者の採用選考開始時期等について，大学等関係団体の申合せと同じ内

;容の申合せが行われております。（別紙４）

ついては，各大学におかれては以上の経緯に鑑み，別紙申合せに関し趣旨ご了承のうえ，大学

教育の適正な実施のため，この申合せを順守され，早期の就職活動を行わないよう，学内教職員

に対してはもちろん，学生ならびに企業側に対しても十分その趣旨の徹底をおはかり下さるよ

う，特段のご配慮をお願いいたします。

また，就職の機会均等の見地より，学生が就職にあたって，本人の資質・能力に関係のない理

由により差別を受けることのないよう，企業への働きかけ等の措置を識ぜられるとともに，特に

同和地区の卒業予定者の就職に関しては，文部省大学局長通知（55.10.7文大生第241号及び58.

11.14文大生第236号）ならびに本協会会長通知（56.2.26国大協総第11号及び58.12.7国大協総第

130号）の趣旨をふまえて，適切な就職指導及び就職事務が行われるよう，格別のご配慮をお願

いいたします。

｡△
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別紙１

分

昭和54年度以降の大学及び高等専門学校卒業予定者のための就職事務に関する申合せ

大学及び高等専門学校の各協会・連盟等は，最終学年の学生が勉学に専念できる期間を確保す

るためには，採用選考の時期は，卒業前年の秋以降とすることが望ましいと考え，その実現に努

めてきたところであり，当分の間，昭和54年度以降の大学及び高等専門学校卒業予定者について

は，卒業前年の10月１日求人（求職）のための企業と学生の接触開始，同じく11月１日選考開始

の線で就職事務を行うことを申し合わせる。

昭和54年１月24日

国立大学協会会長向坊陸

公立大学協会会長高木健太郎

日本私立大学連盟会長村井資長

日本私立大学協会会長中原実

私立大学懇話会会長桜井和市

国立短期大学協会会長畑敏雄
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全国公立短期大学協会会長

日本私立短期大学協会会長

国立高等専門学校協会会長

公立高等専門学校協会会長

私立高等専門学校協会会長

林
公
岡
高
竹

秀
郎
澄
男
武

市喜
龍
重

qＦ江
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別紙２

昭和60年３月卒業予定者に係る企業と大学・高等専門学校との間の求人求職事務について

昭和59年１月30日

1．求人票等の大学・高等専門学校への送付

企業は，求人票，求人要項，会社説明会開催通知文書（10月１日以降開催するものであるこ

と｡)，次の事項を記載した印刷物を，卒業前年の８月１日（到着主義）以降大学・高等専門学

校へ送付するものとする。

①採用予定人員

②採用予定者に係る初任給その他の労働条件

③選考期日，選考場所，選考方法，応募書類等の採用方法

2．求人内容の提示

上記１の資料を学生に対して提示するのは，卒業前年の９月10日以降とする。

3．大学・高等専門学校作成の就職応募書類の提出時期

成績証明書，卒業見込証明書，推薦書，健康診断書等の大学・高等専門学校の作成する就職

応募書類の企業側への提出時期は，卒業前年の10月15日以降とする。

－９

◇~

'…、
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三

別紙３
÷

録１２、

10月１日以前の企業研究のための「ＯＢ訪問」等の取扱いについて
ざ

1．企業研究とは，学生が企業選択の参考にするために会社案内等の企業関係資料により企業に

関する情報収集を行い，自己の能力・適性に適合する企業を研究することをいうが，特に昭和

５８年度においては，１０月１日以前に企業研究という名の下に会社等に就職している大学のＯＢ

訪問等が一部の大学の指導の下に活発に行われ，それが就職協定の遵守を図っていくうえで問

題となった。

2．学生が，ＯＢ訪問等の名目の下に10月１日以前に直接企業を訪問することは，企業の人事担

当者あるいはその意向を受けたＯＢ等との接触により事実上の面接選考に結びつきやすい面が

あるため，これが行われることは就職秩序を混乱させるおそれがある。また，大学，企業の地

域的な配置やＯＢをを持たない大学，企業もあることを考慮すると〆就職の機会均等と公平性

Jあ
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力

が損なわれるという問題もある。さらに，企業側からも，１０月１日以前のＯＢ訪問等は10-11

協定を事実上形骸化するものである，あるいは，ＯＢ訪問等に来た学生の対応で日常業務に支

障を来す等の批判がある。

3．このような問題点があることを考慮すれば，今後とも就職協定を遵守することにより大学等

卒業予定者の就職秩序を維持していくためには，１０月１日以前の企業研究については大学等が

収集した資料によって行うこととし，大学側としては，学生に対して，大学のＯＢ等企業関係

者の人媒体を通じた企業研究を奨励することは自粛することとする。また，企業側にも，この

ことの理解と協力を求めることとする。

弓

、

が

輿司已､

別紙４

/鰯顯、

昭和59年３月以降の大学等卒業予定者の採用選考開始期日等の申し合わせ

昭和57年12月15日

中央雇用対策協議会

昭和59年３月以降の大学卒業予定者の採用選考開始期日等については,次のとおりとする｡

１．会社訪問開始卒業前年の10月１日

２．採用選考開始卒業前年の11月１日

３．細則は設けない

以上のことを，中央雇用対策協議会で申し合わせるが，この申し合わせに労働省は加わらない。

以上

Ⅲ

Ⅲ

、０

由

｡＆
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その他 ザ

学長等の異動

○学長の交代

（大学）

小樽商科大学

帯広畜産大学

北見工業大学

宮城教育大学

豊橋技術科学大学

島根医科大学

山ロ大学

福岡教育大学

琉球大学

（新任）

藤井栄一

鈴木省三

林正道

菅野正

本多波雄

檜学

粟屋和彦

安永武一郎

東江康治

（前任）

長谷部亮一

西川義正

小池東一郎

大塚徳郎

榊米一郎

深瀬政市

小西俊造

澤田龍吉

宮城陸

βＩ

線慰

-Ｊ

○委員長の交代

（委員会）

第５常置委員会

（新任）

鈴木幸寿（東京外国語大学長）

（前圧）

西川義正（帯広畜産大学長）

」

○委員の交代

（委員会）

第１常置委員会

第３常置委員会

第５常置委員会

教養課程に関す
る特別委員会

教員養成制度
特別委員会

大学院問題特別委員会

入試改善特別委員会

〃

図書館特ｶﾞﾘ委員会

（新

小管

榎本

野沢

任）

稔（埼玉大教授）

則行（佐賀大教授）

洽治（鹿児島大教授）

（前任）

長谷章久（埼玉大教授）

永松政俊（佐賀大教授）

柿本大壱（鹿児島大教授）

Z

ゴ

'礒顯､Ｉ

『

栗屋和彦（山口大学長）小西俊造（山口大学長）

山田舜（福島大学長）伊藤巳喜夫（福島大学長） 卜

藤井栄一（小樽商科大学長）

山田舜（福島大学長）

藤井栄一（小樽商科大学長）

町田でｒ頁（図醤館情報大学長）

長谷部亮一（小樽商科大学長）

佐藤巳富夫（福島大学長）

長谷部亮一（小樽商科大学長）

松田智雄（図書館情報大学長）
宍

○委員の委嘱

大学院問題特別委員会小委員会

１２８

布施鉄治（北海道大学教授）



ａ

大学院問題特別委員会小委員会藤沢令夫（京都大学教授）

○専門委員の委嘱

第６常置委員会

特別会計制度協議会

〃

託小 繩
醐
”
鋤

和次（東京大学庶務部長）

智親（文部省会計課副長）

安宏（文部省高等教育計画課長）

正（東京医科歯科大学事務局長）
〃

○臨時専門委員の委嘱

大学のあり方の検討小委員会長谷章久（放送大学教授）

〃'冠

〆1,F、
↑

、’

○委員の解嘱

教員養成制度特別委員会 岩下新太郎（東北大学教授）}"

Ｏ専門委員の解嘱

第２常置委員会

大学のあり方の検討小委員会

●

安倍北夫（東京外国語大学教授）

西野文雄（東京大学教授）
下

○幹事の交代
ｕ

（前任）

澤田徹〔京都大学事務局長）

古市正俊（九州大学事務局長）

(新圧）

久保庭信一（京都大学事務局長）

舟橋昭夫（九州大学事務局長）
･６

刃

寄贈図書
/認M,、

、

ＩＤＥ（No.248）大学と就職，（No.249）高校・大学の接続，

（No.250)高校と大学一海外編,（No.251)各国にみる大学の変化（民主教育協会）

大学と学生214号,215号,216号.217号（文部省）

大学論集第'2集（広島大学）

学術研究体制の改善のための基本的施策について（答申）５９年２月（学術審議会）
公立大学実態調査表（附属図書館編）昭和58年度

研究報告第５号（長岡技術科学大学）

参議院文教委員会審議要録（参議院文教委員会調査室）

大学時報vol､33,34（日本私立大学連盟）

全国大学入学試験のうち理科に関する問題の検討報告第31号（東京私立中学高等学校協会）

●し

虫

J2g



イ

大学教育開放センター10周年記念論集（東北大学）

学生生活研究1983年版（民主教育協会）

職業高校生についての大学入試の位置づけに関する調査研究報告書その４（富山大学）

私立高校体育科教育の現状調査，教育制度等に関する資料，海外子女教育に関する資料，

度等の研究，理科教育の発展に関する資料（日本私学教育研究所）

大学図書館実態調査結果報告昭和58年度（文部省）

会報第51号（大学基準協会）

医学および歯学進学課程における生物学教育改革のための基礎的研究（大阪大学）

凸

教育制

▲１

学校基本調査報告書昭和58年度（文部省）

著作権の集中的処理に関する調査研究協力者会議報告書一複写問題一（文化庁）
綴…、

東京大学百年史通史,盗料

大学関係雑誌等記事文献目録（早稲田大学）

アメリカ高等教育の現状（早稲田大学）
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国立大学協会の組織（昭和25.7.13創立）■

○総会（春秋２回開催。各国立大学の代表者）

○理事会（会長・副会長を含む理事21名，各常置委員長）

○監事２名

○常置委員会

第１常置委員会（大学の組織・制度研究・教育体制）

第２〃（学科課程・入学試験等）

第３〃（学生の厚生補導）

第４〃（教職員の待遇改善）

第５〃（大学間の協力）

第６〃（大学財政・学費）

○特別委員会

科学技術行政特別委員会

医学教育に関する特別委員会

教養課程に関する特別委員会

大学院問題特別委員会

図霊館特別委員会

研究所特別委員会

教職員の厚生等に関する特別委員会

教員養成制度特別委員会

入試改善特別委員会

○特別会計制度協議会（国大協会長ほか５学長，文部事務欲

も

二｡
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文部事務次官ほか４局・課長）/q鰯皀、
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寺

■

編集後記
Ｉ

＊この冬の異常な寒気の影響による低温続きの春も過ぎて，間もなく入

梅を迎えようとしております。各大学におかれては概算要求の編成等何．

カコとご多忙のことと存じます。

＊教育改革問題の関心が高まりをみせている時勢を反映して当協会の諸

会議も開催の度を増し，その対応に追われている中に春の総会も間近に

なり，何かとせわしい此頃です。

＊本号の「巻頭言」には阿部東京学芸大学長の“言いたい放題―私の′

主張”を掲載することができました。公務ご多端のところご寄稿下さっ

た先生のご厚意に深く感謝申し上げます。（Ｒ）

`…、

’

妹恋ふや山鳩ぼろぼろ走梅雨

竜石
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会報発行＝年４回（２月・６月・８月・１１月）
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